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           午前10時00分 開会 

 

 ◎開会・開議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は19名で、議員定数の

半数に達しております。 

 ただいまから平成18年第６回中能登町議会

定例会を開会いたします。 

 地方自治法第121条の規定による本会議に

出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表とし

てお手元に配付しましたので、ご了承願いま

す。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118条の規定により、５番 平岡志朗君、８

番 藤本一義君を指名いたします。 

 

 ◎会期の決定 

○議長（若狭明彦君） 日程第２ 会期の決

定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月21日まで

の11日間といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、会期は本日から９月21日までの

11日間とすることに決定いたしました。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（若狭明彦君） 日程第３ 議案の一

括上程 

 議案第59号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について 

 議案第60号 中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について 

 議案第61号 中能登町不妊治療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第62号 中能登町国民健康保険条例の

一部を改正する条例について 

 議案第63号 中能登町ウェルカム定住条例

の一部を改正する条例について 

 議案第64号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第65号 平成18年度中能登町老人保健

特別会計補正予算 

 議案第66号 平成18年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第67号 平成18年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算 

 議案第68号 平成18年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第69号 町営土地改良事業の施行につ

いて 

 認定第１号 平成17年度中能登町一般会計

歳入歳出決算認定について 

 認定第２号 平成17年度中能登町老人保健

特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第３号 平成17年度中能登町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第４号 平成17年度中能登町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第５号 平成17年度中能登町下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第６号 平成17年度中能登町水道事業

会計歳入歳出決算認定について 

 請願第３号 「中能登町立越路小学校の存

続を求める」請願の採択について 

 以上、議案11件、認定６件、請願１件を一

括議題といたします。 

 町長から議案及び認定について提案理由の

説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 
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○町長（杉本栄蔵君） おはようございま

す。 

 提案理由の説明を申し上げます。 

 本日ここに、平成18年第６回中能登町議会

定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には公私ともに何かとご多用の中ご出席をい

ただきまして、まことにありがとうございま

す。 

 提案理由の説明に入ります前に、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

 去る８月20日に開催をしました第２回目の

「織姫 夏ものがたり」は、天候にも恵ま

れ、多くの町民の皆様方に参加をいただき、

曳山を初めとした郷土芸能、総踊りや演技、

演奏などが盛大に開催できましたことは大変

喜ばしく、関係者の方々に心から感謝を申し

上げる次第であります。 

 特に、織物の町「中能登」を彷彿とさせる

魅惑のファッションショーは、世界に発信で

きる素材技術があることを改めて認識をした

立派なショーであったと思っております。 

 さて、このようなイベントを開催する目的

として特に大切に思っていることは、町民の

融和であります。イベントを通じて、それぞ

れの地域の文化や歴史を知り、お互いを理解

することにより、町民の一体感が醸成されて

いくのではないかと思っております。今後と

もさまざまな事業を通じて、さらに融和の和

を広げていきたいと思っております。 

 次に、今年度の重点事業の進捗状況につい

て報告をいたします。 

 １点目として、地域情報発信事業のケーブ

ルテレビ事業では、光ケーブル網や放送セン

ター設備並びに音声告知端末等の主要設備の

入札も終わり、さきの臨時議会で承認をいた

だいたところであります。現在、地区説明会

を行っており、町民の皆様方へのご理解と加

入促進を図っているところであります。 

 ２点目として、地方道路整備臨時交付金事

業の町道１号線消雪工事についても、今月中

に発注を行い、12月中に完成するよう進めて

おります。 

 ３点目として、平成17年度からの繰り越し

事業となっていました鳥屋小学校の耐震工事

につきましても、夏休み中に大半の工事を終

え、仕上げの段階に入っております。 

 ４点目として、水道事業会計の石綿セメン

ト管更新事業でありますが、これも既に工事

着手をしております。 

 ５点目として、地区要望事業におきまして

も、現地踏査を行い、順次工事を実施し、早

期完成を目指しております。 

 以上が本年度の主な事業の進捗状況であり

ますが、早期発注、早期完成により、町民の

皆様方に喜ばれる事業の推進を図っていきた

いと鋭意努力しているところであります。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議

案につきまして、順次その概要をご説明申し

上げます。 

 まず、議案第59号 中能登町印鑑条例の一

部を改正する条例についてであります。この

条例は、職権により印鑑登録を抹消すること

ができる内容を明記するものであります。 

 次に、議案第60号 中能登町特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。この条例は、障害者自立支援法の施行に

より、新たに障害程度区分認定審査委員を置

き、障害程度区分を判定するため、委員報酬

の額を定めるものであります。 

 次に、議案第61号 不妊治療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例についてであ

ります。この条例は、助成金の内容を明確化

するために必要な条項を追加したものであり

ます。 

 次に、議案第62号 国民健康保険条例の一

部を改正する条例についてであります。この

条例は、70歳以上の方で一定以上の所得者の

一部負担金の負担割合を２割から３割に引き

上げるとともに、出産育児一時金を30万円か
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ら35万円に引き上げる改正であります。 

 次に、議案第63号 中能登町ウェルカム定

住条例の一部を改正する条例についてであり

ます。この条例は、奨励金の交付対象範囲を

明確化するために所要の改正を行うものであ

ります。 

 次に、議案第64号 平成18年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出そ

れぞれ7,208万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ122億2,539万

1,000円とするものであります。 

 なお、第２表債務負担行為につきまして

は、邑知潟の防災事業が完成したことにより

町負担金の債務負担を設定するものでありま

す。 

 また、主な補正といたしまして、第８款土

木費第２項道路橋梁費第３目道路新設改良費

におきまして地方道路整備臨時交付金事業に

よる町道１号線道路消雪工事請負費4,000万

円を計上いたしました。 

 次に、議案第65号 平成18年度中能登町老

人保健特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出それぞれ2,590万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億3,494

万3,000円とするものであります。 

 次に、議案第66号 平成18年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出それぞれ61万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ15億3,267万

3,000円とするものであります。 

 次に、議案第67号 平成18年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算につきましては、

歳入歳出それぞれ1,360万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億

4,031万9,000円とするものであります。 

 次に、議案第68号 平成18年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、歳出予算において予算の組み替えを

行うものであります。 

 次に、議案第69号 町営土地改良事業の施

行についてであります。この土地改良事業

は、福田、高畠地区において暗渠排水工事を

施工するため、議会の議決をお願いするもの

であります。 

 次に、認定第１号から認定第６号について

ご説明をいたします。これら６件の認定につ

きましては、平成17年度決算であります。関

係法令の規定により、監査委員の意見を付し

て議会の認定を受けるものであります。今後

の決算審査においてご説明を申し上げますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

き、その大要をご説明申し上げましたが、議

員各位におかれましては慎重なるご審議をい

ただき、適切なるご承認とご裁可を賜ります

ようお願いをいたしまして、提案理由の説明

を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） 町長の提案理由の説

明が終わりました。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 あす12日午前10時から本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前10時17分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は20名です。 

 議員定数の半数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。 

 

 ◎議 案 質 疑 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 議案質疑 

 あらかじめ申し上げておきますが、所属す

る委員会の所管する議案については、議員申

し合わせのとおり守っていただくようお願い

いたします。 

 本日の質疑ですが、条例の一部改正案５件

については一括して質疑を行います。一般会

計補正予算につきましては款ごとに質疑を行

います。以下、各特別会計等につきましては

議案ごとに質疑を行いますので、よろしくお

願いいたします。 

 これより、議案第59号から第63号まで議案

５件について一括して質疑を行います。 

 質疑の方はございませんか。 

 10番 武田議員 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 議案第61号について

お尋ねをいたします。 

 改正されます２条の２の方です。この中で

(1)「夫婦の両方又は一方が石川県」になっ

ております。これは「中能登町又は当町に住

所を有し」が当たり前ではないかなというふ

うに思います。 

 もう一つ、(2)の方、「不妊治療を受けた

法律上の婚姻をしている夫婦であること」。

これも今までの例を見ますと「不妊治療を受

けた者」、「者」が入るのではないかなとい

うふうに思います。 

 以上２点についてお伺いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） ただいまの

武田議員のご質問ですが、第２条の２項の１

号「夫婦の両方又は一方が石川県内に住所を

有し」というのは、これは実は石川県全体で

とり行われる事業でして、例えば中能登町に

住んでいようが七尾市に住んでいようがとに

かくカバーしてやりたいと、そういう言い方

を受けております。それで、県のつくりまし

たモデルといいますか、それに合わせてつく

ったわけでございます。 

 次に、「婚姻をする者」という意味でした

でしょうか。申しわけございません。 

 この中身については、また検討してみたい

と思います。申しわけございません。 

○議長（若狭明彦君） 武田議員 

○10番（武田純一君） もう一度お尋ねしま

すけれども、「石川県内に住所を有し」とい

うことだったんですけれども、もしそうだと

すれば、４条の方でも町長が出てきますと、

これは要らないということになります。当然

町長がこれを行うんですから、これは「当町

に住所を有し」というのが建前。石川県のは

関係ないというふうに、県知事ならいざ知ら

ず、町長がそこまでの権限を持つ必要はない

というふうに私は理解します。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 武田議員、答弁要り

ますか。今のお話ですと、自分の要望という

ふうな見方もされるんですが。 

 武田議員 

○10番（武田純一君） 先ほど申し上げたの

は、要望ではございません。用語として不適

切だということです。訂正をお願いしたいと

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

○保健環境課長（小林玉樹君） 県の方から

実施主体としては市町でやってくれというこ

とで、このようなモデルといいますか、こう
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いう書き方のもので来ているわけですけれど

も、県の地方課なり何なりへ問い合わせしま

して正確な方で対応したいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 武田議員、それでい

いですか。 

○10番（武田純一君） はい。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） おはようございま

す。 

 議長がしょっぱなからやり直しをしており

ますから、私も質問がやり直しをできるであ

ろうと期待を持っております。 

 お尋ねします。 

 議案第62号 中能登町国民健康保険条例の

一部を改正する条例について、８ページの

「同条同項第４号中「10分の２」を「10分の

３」に改める」。説明では721人の方々が国

保の中でおられると聞いておりますが、これ

によりまして、「10分の２」を「10分の３」

に改めることによりまして住民の負担という

のはどのように変化してくるのか。その点に

ついて説明を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 小林保健環境課長 

  〔保健環境課長（小林玉樹君）登壇〕 

○保健環境課長（小林玉樹君） ただいまの

杉本議員のご質問でございますけれども、２

割から３割へ移行されると考えられます方が

現在のところ、70歳以上の方になりますと前

期高齢者の方で34名いらっしゃいます。それ

から老人保健の方では134名いらっしゃいま

す。この方たちのうち、また課税所得により

まして減額される方がいらっしゃいます。そ

ういう方がそれぞれ半数、老人保健に関しま

しては134名のうち77名の方が減額されて１

割。１割とはなりません。自己負担限度額が

同額となります。ですから自己負担割合につ

いては変わりません。それから、前期高齢者

につきましては34名のうち３名の方が減額と

なります。 

 額につきましては、当然２割から３割です

から１割アップする。単純にそういうことし

かお答えできませんが、よろしくお願いいた

します。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君。

それでいいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認め、以

上で条例の一部改正について質疑を終結いた

します。 

 次に、議案第64号 平成18年度中能登町一

般会計補正予算について質疑を行います。 

 まず、債務負担行為補正及び歳入全般につ

いて質疑を行います。11ページから19ページ

になります。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認め、次

に歳出に進みます。 

 第１款議会費、第２款総務費について質疑

を行います。20ページから26ページになりま

す。 

 質疑の方ございませんか。 

 ９番 古玉栄治君 

  〔９番（古玉栄治君）登壇〕 

○９番（古玉栄治君） 23ページ、地域づく

り推進費についてお願いいたします。 

 町祭であります。先月８月20日行われた町

祭についてお願いいたします。 

 まず、８月の全員協議会の席で担当課長の

方から、私、どのくらいの参加を予定してい

るのかということでお聞きしたところ、昨年

より多く２万人を予定していると。２万人と

いいますと、我が中能登町、赤ん坊からお年

寄りまですべての人口が２万人かなと。今現

在。それだけの予定していた中で、実際どの

くらいの数字が、どのくらいの参加があった
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のか。 

 昨年の予算は3,300万円強、今年度の予算

は2,500万円という800万円近い経費節減とい

う点ではすごくよかったのですけれども、そ

の成果、どのようになったのか教えていただ

けないでしょうか。 

 また、もし達成できなかった場合の反省点

というのはどの辺なのか、それを教えてくだ

さい。 

○議長（若狭明彦君） 大村企画課長 

  〔企画課長（大村義一君）登壇〕 

○企画課長（大村義一君） 古玉議員のご質

問にお答えをさせていただきます。 

 まずイベントの参加人数でありますけれど

も、担当の方からは２万人というふうにお聞

きいたしております。 

 それから、イベントの今後の反省事項であ

りますけれども、今予定をいたしております

９月22日、イベント実行委員会がございま

す。そこで実行委員の方々と協議をして、い

ろんな反省点が出てくるかと思っておりま

す。そういった点を踏まえて、19年度にそれ

を反映していきたいというふうに思っており

ますので、ご理解のほどお願いをいたしま

す。 

○議長（若狭明彦君） 10番 武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 22ページについてお

尋ねをいたします。 

 この中で請負の方でコミュニティ整備費が

328万円、太陽光発電２基だというふうに説

明を聞いております。 

 前にも太陽光発電に関しまして防災の関係

から質問したことがあろうかなと思います。

中能登町に避難場所が幾つか設けてありま

す。避難場所ですけれども、もし地震の場合

に送電線がやられてしまうと、そのときに頼

りになるのは太陽光発電なり風力発電しかな

いというふうに理解をしております。 

 それで、この太陽光発電機２基を設けるこ

とによって、あとどれだけの避難場所、こち

らの方に太陽光発電が必要なのか、答弁を願

いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 大村企画課長 

  〔企画課長（大村義一君）登壇〕課長 

○企画課長（大村義一君） 武田議員のご質

問にお答えをさせていただきます。 

 ２款１項６目企画費の細目３のコミュニテ

ィ施設費328万円の増額でありますけれど

も、これにつきましては、先ほど武田議員ご

指摘ございましたとおり、18年度事業といた

しまして新庄厚生館、それから芹川会館で財

団法人自治総合センターのコミュニティ助成

事業を受けまして、太陽光発電装置の照明灯

の設置工事費として計上をさせていただいた

ものであります。 

 事業内容といたしましては、17年度に実施

をいたしました正部谷集会所、それから西馬

場集会所に設置しました発電型と同じものを

つける予定をいたしております。 

 ただ、19年度になりますとこの補助事業も

これで終わりだというふうにお聞きしており

ますので、ご指摘のありました避難場所、そ

ういったものにつきましては今後また検討を

させていただくようお願いをいたしたいと思

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 10番 武田純一君 

○10番（武田純一君） さきお尋ねした中

に、避難場所、こちらの方にどれだけ設置し

てあるのかということもお尋ねしたと思いま

すが、もしおわかりでしたら答弁を願いたい

と思います。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 今ほどの

武田議員のご質問でございますけれども、こ

の太陽光発電をやっているのは旧の鹿西がず

っとやっていたわけでございます。それで、

ことし、18年度初めて旧の鹿島に１カ所、そ
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れから鳥屋に１カ所というようなことで、

今、旧の鹿西地区につきましては避難場所と

言われるところには、はっきりした数字はち

ょっと今把握はいたしておりませんけれど

も、集会所には４カ所ぐらいついているので

はなかろうかなと。 

 詳しいことは、また後ほど答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） １点ばかりお尋ねを

いたします。 

 男女共同参画推進問題でございます。 

 予算に少額でございますが８万5,000円打

ってあるわけでございます。これらにつきま

して、私、以前から一般質問にもよく中能登

町の共同参画の事業として、法律に基づいて

これらを進めておられるのかどうかというこ

とでございます。いつまでたっても共同参画

事業はスローガンに終わりまして、研修だけ

で終わっているという、そういうことでなか

ろうかと私は常々思うわけでございます。当

初予算は197万円。これに少額の８万5,000円

を足したものでございますから、金額は知れ

たものでございます。 

 中能登町は、町長に伺いますが、この事業

をどう研修だけに終わらず、研究だけに終わ

らず実行段階に入っていくのか。この点につ

いてやはり一定の方向づけをしていただきた

い、このように思うわけでございます。 

 きょうも答弁席には女性の方は一人もおら

れません。議員には女性の方が１人誕生した

わけでございます。私は、答弁席にも女性の

方がやはり何人か当然席を占めるべきではな

いか、そのように思うわけでございます。 

 石川県の先般出ておりました９月５日の有

権者の数によりますと、中能登町は女性が

8,745人、男性が7,851人。能登におきまして

はただ一つ人口が増加した町でございます。

少数でございますが、25人の方々が増加した

のでございますが、この数字を見ましても女

性の方は中能登町におきまして1,000人余が

人口的に男性から見れば多いわけでございま

す。女性の力がなくては中能登町の町おこし

が私はできないと思います。 

 そういう意味におきまして、いつまでたっ

てもスローガンに終わる男女共同参画推進事

業であっては私はいけないと思います。具体

的に一定の目標をぜひとも行政の方から立て

ていただき、組織の中におきましても、行政

組織におきましても女性の登用を積極的に図

っていただきたい。このことを要望して、町

長の見解を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本議員、質疑なん

ですが、一般質問がかっていると思うんです

が。 

○20番（杉本平治君） 予算に提出されてい

る金額に基づいて質疑しました。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 私は、23ページにあ

る共同参画推進事業８万5,000円。講師謝

礼。説明によりますと研修会を開くという、

そういう名目だそうでございます。だから先

ほど申しましたように、男女共同参画事業の

法律が定まってから何年かたつわけでござい

ますが、中能登町はいつまでも研修、研修で

終わっているのかどうか。そろそろ町長とし

て、これらにつきましてもう少し進んでい

く、そういう気持ちがあるかのかどうか、見

解を求めたいと思うわけでございます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 私も男女共同参画と

いうことは大変大事なことであると、そう思

っております。今回の８万5,000円につきま

しては、講師謝礼あるいは食糧費といった、
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わずかでありますけれども、昨年から見まし

て今年度はいろいろな委員会あるいは審議会

等につきましても女性の方を積極的にという

のは何ですけれども、ふやしておりますし、

また今議員の方々の中にも１人生まれまして

喜んでおります。 

 また、これからもいろんな機会、また人事

にいたしましても女性の方を積極的に登用し

ていきたいと、そう思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認め、次

に進みます。 

 第３款民生費、第４款衛生費について質疑

を行います。26ページから30ページになりま

す。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認め、次

に進みます。 

 第６款農林水産業費、第７款商工費、第８

款土木費について質疑を行います。30ページ

から36ページになります。 

 質疑の方はございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、私、質問

させていただきたいと思います。 

 まず初めに、30ページ。 

 補助金として、地域担い手育成総合支援協

議会５万円という少額でございますが補助金

が出されているわけでございます。これは説

明によりますと高齢化、減少化ということで

ございますが、この点につきまして行政とし

て中能登町の担い手育成に対しましてどのよ

うな手だてをとっておられるのか。高齢化、

農業人口の減少化は私も認識しております

が、この点についてこれから協議会に補助金

を出すのはそれなりに理解できますが、この

協議会はどのような目的でもってこれから活

動されようとしている協議会なのか、ひとつ

答弁を求めたいと思います。 

 次に、31ページ。 

 農業振興費、１細目の農業振興費で２万

円。環境にやさしい農業推進事業という、こ

ういう項目で２万円の負担金を計上したわけ

でございますが、環境にやさしい農業推進事

業として現在中能登町はどのような事業を行

っているのか、説明を求めたいと思うわけで

あります。 

 私も農業をやっておりますが、現在、エコ

農業というのは石川県の谷本知事の認定の中

で進められております。これは優しい、そう

いう農業を、水田を行っていくという、そう

いう名目でエコ農業というのが始まったわけ

でございます。 

 この認定を受けますと、販売におきまして

も買われる方から、問屋の方から一定の評価

を得られるという、そういうものを石川県は

やっております。私もそれに応募いたしまし

て、マークをいただきました。石川県の認定

番号303号ということでございます。 

 中能登町におきましても現在エコマークの

取得者は何人かおられるわけでございます

が、それらの方々も含めての環境にやさしい

農業推進事業というものを考えておられるの

かどうか、この点についてひとつ説明を求め

たいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） お答えいたしま

す。 

 第１点目の協議会の目的ということでお尋

ねになりました。 

 中能登町地域担い手育成総合支援協議会と

いう協議会が平成18年３月27日に設けられて

おりますけれども、その協議会の目的は、担

い手総合支援事業を実施することによりまし
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て地域実態に即した担い手の明確化。先ほど

議員がおっしゃいましたように、高齢者、そ

れから農業後継者の減少といったそのような

地域の実態でございます。そうした高齢化、

減少化に対する、あるいはそういう問題を明

確にして、そしてまた、そこにおいでる担い

手の経営改善計画の支援に取り組む。それと

また、担い手の育成確保に向けた取り組みに

対するいろんな支援を強化すると、そういう

目的にいたしております。そのことを目的と

いたしております。 

 それから、２点目の環境にやさしい農業推

進事業、取り組み者は何人いるのかというこ

とでございます。 

 この環境にやさしい農業推進事業費の対象

者といいますのは、能登白ねぎを栽培してい

る栽培者の方を対象といたしております。し

たがいまして、平成17年の実績では26名、い

わゆる能登白ねぎをつくっている方を対象と

した事業でございます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 再度お尋ねします

が、地域農政推進対策事業、担い手育成。先

ほど申しましたが、担い手を育成をする上に

おきましては、担い手の方々がそれなりに農

業に対して仕事のしやすい、耕作のしやす

い、そういう基盤づくりというものが私はな

くてはならないのではないかと常日ごろ議会

の中でも発言しているわけでございます。 

 現在、中能登町におきまして担い手の方々

が十分に農業機械を使って農業を続けていか

れる、そういう農地というのは中能登町全体

の中でどれほどあるのかどうか、私お聞きい

たしたいと思います。 

 きのうも私、議会が済みましてから稲刈り

をしたんですが、やはり暗渠のきいた大きな

田んぼにつきましては機械もスムーズに動き

ます。だが、旧の鹿西におきましても人家周

りにおきまして、やはりこういう点におきま

してはなかなか簡単なわけにはいきません。 

 旧の鹿島町井田地区、徳前地区、二宮地

区、旧の滝尾の地区見ましても、担い手の

方々がそれなりに力を発揮して農業を進めて

いく、そういう基盤づくりになっているかど

うか。こういう点について行政としてはどう

考えてこれらの問題についてこれから取り組

んでいくのか、私お伺いいたしたいと思いま

す。 

 31ページの農業振興費、環境にやさしい農

業推進、先ほど答弁では白ねぎということを

言われました。これには環境にやさしい農業

推進ということでなしに、特産品づくりだと

私は考えております。そういう意味におきま

してＪＡもこれらに取り組んでいると思うん

です。環境にやさしい推進事業というのは、

やはり名前のとおり水田に有機物が生息す

る、そういう水田をつくっていかなくてはい

けない、このように考えております。 

 だから私は、現在におきましても除草剤に

つきましても低農薬の一番少ない除草剤を１

回やるだけでございます。あとは全然農薬散

布はいたしておりません。そのような農業づ

くりの中で、県からの認定番号、エコ農業と

しての303号というマークをいただいたわけ

でございますから、私は、やはりこれからの

特産品づくりにおきましては、よく羽咋の神

子原米が名前に上がりますが、この中能登町

におきましてもそのような農業推進。環境に

優しいということは、やはり食べて安全な米

づくりだと、私はそう思うわけでございま

す。 

 そういう意味におきましても、今、答弁の

中に白ねぎというのが出ておりましたが、こ

れは特産品づくりだと私思うんです。環境に

は私は関係ないのではないかと、そのように

考えておりますが、環境にやさしい推進事業

の本当の中身、そういうものを積極的に行政

として取り組んでいっていただきたい。 

 このように要望いたして、答弁はいただき
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ませんが、そのようにこれからお願いをいた

したいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 ７番 甲部昭夫君 

  〔７番（甲部昭夫君）登壇〕 

○７番（甲部昭夫君） 36ページ。第８款の

河川総務費の中に450万円という数字が補正

で上がっております。これは、この前の説明

にはある程度お聞きしたわけですが、水害の

補正ということなんですが、どの程度の範囲

で大体なっているのか。もし専決で使われた

とすればどの分を使われたのか、これからや

るのはどういうふうにやっていくのかという

ようなことも含めて説明をしていただきたい

と、そういうふうに思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 甲部議員、所属委員

会の質問は差し控えていただきたいと思いま

すので、今後気をつけてください。 

 どうしますか。取り下げしますか。 

 ７番 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） それでは、大変失礼

しました。産業委員長ということで、所属の

委員会の項目は言わんとけということでした

けれども、この間から気にしておりましたの

でちょっと言ってしまいました。失礼しまし

た。 

 取り下げますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） 初めての質疑のあり

方なので議長も戸惑っておりますが、議員の

我々も戸惑っております。ひとつそういうこ

とでお許しをいただきたいと思います。 

 まず初めに、35ページの道路新設改良費、

この点について一般町道整備町計画分6,000

万円、町道１号線道路消雪4,000万円、こう

いう予算が出ているわけでございますが、私

はこの点について、説明によりますと、これ

から一般町道整備町計画分の設計、いろんな

ものをされるという説明でありました。１号

線の道路消雪については現在どのようになっ

ているかわかりませんが、これによりまして

町道１号線、旧の鹿西町の町道１号線は、消

雪工事が完了するということになりますと大

変大きなキロメーターになろうかと考えてお

ります。 

 私はお願いしたいのは、以上の工事が担当

課の説明にもあり、また町長の提案理由の説

明の中にもこの点について特に触れているわ

けでございます。私は、これらを早急に設計

され工事入札を行っていただきたい、このよ

うに要望する次第であります。 

 特に私のところへ昨年度、駅南地区に下水

道の工事が行われました。石綿パイプの取り

かえでございます。雪の降っている冬場に工

事を行ったために地域住民も大変苦労いたし

ました。仕上がりも住民の方々から見れば冬

場にこういう工事をしてそれでいいのかどう

かという、そういう住民の声が上がってきて

おりますので、私はぜひともいろんな工事に

つきましては、室内工事は別として屋外の工

事につきましては、冬場を避ける意味におき

ましても早急に設計を行い、町として入札を

行い工事を進めていっていただきたい。この

ことを強く求めて、答弁をお願いをいたした

いと思います。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいま杉

本議員言われましたとおりでございまして、

今期の工事につきましては、早急に発注いた

しまして年内の完成を目指してやりたいと、

そういうふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 
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○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認め、次

に進みます。 

 第10款教育費、第11款災害復旧費について

質疑を行います。36ページから39ページにな

ります。 

 質疑の方はございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） １点ばかりお尋ねを

いたしたいと思います。 

 39ページの災害復旧費でございます。 

 １細目として林道災害復旧の事業として

125万円、城石線の456メーターの復旧工事だ

と聞いております。これらは具体的にどのよ

うな456メーターが災害に遭って生じたの

か、それが１点と。 

 全然予算には載っておりませんが、これ以

外に今回の集中大雨による町内の水害に対し

て災害の報告というのはなかったわけでござ

いますが、本当になかったのかどうか。旧の

鹿西町の鹿西高校の前におきましては、水害

で県道の通行止めも一時行ったという実態が

あるわけでございますが、それらにつきまし

てはこれからの予算の中に生じてくるのか、

これで終わりなのか、そういう点について求

めておきたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） 今回の林道災害

復旧費につきましては、ことしの１月から３

月いっぱいくらいにかけまして豪雪がありま

した。旧鹿島でございますけれども、林道城

石線の蟻ケ原地内におきましてガードケーブ

ルを設置してありますけれども、その一部が

雪の重みで沈下をいたしました。その沈下を

いたしました箇所の復旧費でございます。沈

下をいたしました支柱が91本分、それからケ

ーブルの張りかえ区間が465メートルとなっ

ております。 

 それから、去る８月12日の集中豪雨でござ

いますが、基幹排水路の８号排水路におきま

して、国の災害復旧の対象となり得るような

箇所、具体的には１カ所40万円以上と思われ

るところが３カ所発生をいたしました。その

箇所につきましては県の方に報告をしてござ

います。ただいま災害査定の指示を待ってい

るところでございまして、おおむね500万円

から700万円相当の災害復旧費がかかるもの

と思われております。 

 それから、農地等あるいは小規模な水路に

つきましても、かなりその大雨が原因で被害

をこうむったところがありますけれども、そ

れにつきましては今までいただいておりまし

た機械借上料、それから今回改めて50万円を

お願いしておりますけれども、そうした機械

の借り上げに対応できると思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

杉本議員言われました８月12日の集中豪雨に

よりますところの道路等の関連でございます

けれども、災害でございますけれども、これ

につきましては県土木の方へ被害報告を出し

ているところでございます。今後、査定によ

りまして12月の補正あるいは３月の補正にま

たお願いしたいというふうに考えておりま

す。 

 それと関連ございますけれども、河川総務

費の中におきまして450万円の補正をお願い

してあります。これにつきましては、普通河

川、町が管理する河川の土砂等がたくさん埋

まっておりますので、それの除去をして二次

災害に備えたい。そういう考えでおりますの

で、その点もよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 
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○20番（杉本平治君） 再質問をさせていた

だきます。 

 答弁によりますと、一般人家周りの災害に

つきましては、これは８月12日のことでござ

いますが、特別問題はないという。補正にも

出ておりませんし、これからもそういう既設

の経費で解消していくという、そういうこと

であろうかと私受けとめているんですが。町

長にお聞きしたいのは、ひとつこの点につい

て町長はどのように考えておられるかお聞き

いたしたいと思います。 

 先ほど澤井課長からも答弁のありました人

家周りの水害の８月12日のことでございま

す。鹿西高校の横を走る通称三反田川、また

その横に小さな河川でございますが、腰巻川

という小さな川があるわけでございます。そ

れらが合流いたしまして鹿西高校に突き当た

りまして、次、ＪＲに突き当たって大排水へ

と流れていくわけでございます。90度に曲が

っていくのが３カ所あって、大排水路に流入

いたしまして、それが杉谷地区に行きまして

長曽川に合流するという、そういう大変水は

けの悪い河川が上流にあるわけでございま

す。いつもこの河川につきましては水害が大

きく発生しているわけでございます。 

 幸いにつきまして、眉丈山トンネルの工事

と同時に橋本川は改修されまして、それの災

害については今のところ、私は私なりに考え

てもあり得ないと、そう思えるように大きく

改修されました。 

 今残っているのは、鹿西高校の、皆さん方

もご存じないかもわかりませんが、河川が運

動場の下を暗渠して抜けているわけでござい

ます。鹿西高校の運動場の下に河川があるわ

けでございます。こういう大きな課題が今あ

るわけです。これは鹿西高校が建ったときか

らそういうことになっているわけでございま

す。 

 町長にお聞きいたしたいのは、この鹿西高

校運動場の下を流れている河川を改修されま

した橋本川の方へ流入できないかどうか。こ

の点について町長に、こういう点についてど

う考えていけばいいか。 

 この点につきましては、旧の鹿西町のとき

にそういう課題が論議されまして、橋本川が

改修された時点で考えてみようではないかと

いう、そういう話も出ていたのは間違いない

んです。そういう点につきまして、ひとつ町

長がこれからそういうことをひとつ課題とし

てどうか考えていっていただきたい。そのこ

とをお願いいたしまして、町長の見解を求め

たいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本議員、質疑とち

ょっと関連が見受けられないんですが、今回

に限り認めるということでお願いしたいと思

います。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 今質問のありました

鹿西高校のあそこは旧鹿西町におきましても

一番先に水がつくということでありまして、

今回もひざぼしぐらいまでつきまして床下浸

水をいたしました。 

 その後、県土木へ言いまして、何回か言っ

ているわけですけれども、橋本川へ流されな

いかということで先般計っていただきまし

た。橋本川の方が65センチ高いんです。鹿西

高校へ入っている暗渠は大変、人間が通られ

るぐらいの大きい暗渠が入っているんですけ

れども、それが先般話をしていたようにＪＲ

までぶつかってこう行っているんです。今、

立派な橋本川ができたんですけれども、全部

計ってもらったんです。そうしたら、あっち

の方は65センチも高くて、やはり大きな水当

てをつくって排水するかＪＲへ真っすぐ行く

か、今県に検討してもらえないかということ

で測量をして、県の道路課の方へ、河川課の

方へ先般、３日ほど前に出しまして、どうす

るかというまだ答えはいただいておりません

けれども、早急に直さなければならないとい
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うことは十二分にわかっております。 

 また、前はあの辺ずっと田んぼだったもの

ですから、水が田んぼにたまってまだよかっ

たんですけれども、先般、あの辺全部埋め立

てしましたら、なおさら水はけが悪くなりま

したし、それから上流の方はすべてＵ字溝を

入れましたらなおさら水の流入が速いという

ことで、何かしなければならないという。

今、三反田川にしろ、あの辺全部はかりまし

て、県へ出したところでありますので、これ

からも気をつけてどのような方がいいか見き

わめたいと、そう思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で一般会計についての質疑を終結いた

します。 

 ここで11時20分まで休憩いたします。 

           午前11時09分 休憩 

 

           午前11時22分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開します。 

 答弁漏れがありますので、答弁させます。 

 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 先ほど武

田議員の方から太陽光発電による街灯の施設

が何カ所あるかというご質問でございました

が、今のところ５カ所あるということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第65号  

中能登町老人保健特別会計補正予算歳入歳出

予算全般について質疑を行います。40ページ

から44ページになります。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑なしと認めま

す。 

 以上で老人保健特別会計についての質疑を

終結いたします。 

 次に、議案第66号 中能登町介護保険特別

会計補正予算歳入歳出について質疑を行いま

す。45ページから49ページになります。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で介護保険特別会計についての質疑を

終結いたします。 

 次に、議案第67号 中能登町下水道事業特

別会計補正予算歳入歳出全般について質疑を

行います。50ページから54ページになりま

す。 

 質疑の方はございませんか。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、議案第67

号について質問をさせていただきます。 

 54ページにも出ておりますように、施設修

繕料として450万円、マンホールのふたとい

うことで説明があったわけでございます。お

聞きいたしたいのは、このマンホールのふた

というのは現在どのようなデザインになって

いるのか、それをちょっとお聞きしたいんで

す。 

 これは私、説明を聞いたか覚えがないので

再度お聞きするわけでございますが、以前は

鹿西町は鹿西町のデザインをつくっていた。

鳥屋町は鳥屋町のデザインでふたはつくって

いたと思います。中能登町になって、それら

のふたのデザインというのは新たにつくられ

たのか、そこら辺をお聞きいたしたいので

す。どうなっているのか、担当課の説明を求

めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 澤上下水道課長 

  〔上下水道課長（澤 賢造君）登壇〕 
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○上下水道課長（澤 賢造君） マンホール

のふたのデザインのことでございますけれど

も、現在は特にそういう旧の町のものでなく

て標準的なものを一般的に使っているという

ことでございます。新たなものはつくってお

りません。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 20番 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） それでは、担当課に

この場から質問をいたしますから、自席でよ

うございます。お答えを願いたいと思いま

す。 

 旧の３町のマンホールのふたというのは全

部なくなって、標準的なものにかえたのかど

うか、そこら辺でございます。どうなってい

るのか、マンホールのふたというのは。 

 なぜこのようなことを言うかといいます

と、下水道のふたということに関しまして、

私たちは何の気なしにいるかもわかりません

が、やはりあれが町の一つの環境のいろんな

課題の中で大きく取り上げられているんで

す。それなりに特色のあるふたのデザインを

しているんです。鳥屋町は鳥屋の町らしい、

鹿西町は鹿西町の町らしい意味のあるデザイ

ンをしてつくったわけでございます。だから

中能登町としてこれから改修していくとした

ら中能登町らしいそういうデザインのふたを

私はつくるべきではないか、そのように思っ

ているわけでございまして、その場でようご

ざいますが、上下水道課長、ふたというのは

今のところ、その場でようございます。全部

なくなったんですか。既設のものが３町と

も。 

○議長（若狭明彦君） 澤上下水道課長 

  〔上下水道課長（澤 賢造君）登壇〕 

○上下水道課長（澤 賢造君） 現在100％

一応供用開始ということで、新たなデザイン

のマンホールについてはつくる予定はござい

ません。ただし、旧町のもので在庫のあるも

のについては旧町単位でまた必要なときは補

充をするというようなことで実施をしたいと

思います。 

○議長（若狭明彦君） ほかに質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で下水道事業特別会計についての質疑

を終結いたします。 

 次に、議案第68号 中能登町ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算、歳出について質疑

を行います。55ページから58ページになりま

す。 

 質疑の方はございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上でケーブルテレビ事業特別会計につい

ての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第69号 町営土地改良事業の施

行について質疑を行います。59ページになり

ます。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で町営土地改良事業の施行についての

質疑を終結いたします。 

 次に、認定第１号から第６号まで決算認定

６件については、決算審査特別委員会を設置

し付託の予定でありますが、総括の質疑を行

います。 

 質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないものと認めま

す。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 ここで委員会付託表を配付いたしますの
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で、暫時休憩いたします。 

           午前11時33分 休憩 

 

           午前11時34分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（若狭明彦君） 日程第２ 常任委員

会付託 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第59号

から第69号までの議案11件及び請願第３号１

件については、会議規則第39条の規定によ

り、お手元に配付いたしております議案及び

請願付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員

会に付託したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、議案及び請願付託表のとおり各

常任委員会へ付託することに決定いたしまし

た。 

 

 ◎決算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○議長（若狭明彦君） 日程第３ 決算審査

特別委員会の設置、委員会付託 

 決算審査特別委員会の設置を議題といたし

ます。 

 お諮りします。 

 認定第１号 平成17年度中能登町一般会計

歳入歳出決算認定から認定第６号 平成17年

度中能登町水道事業会計歳入歳出決算認定ま

で認定６件については、７人の委員で構成す

る決算審査特別委員会を設置し、これを付託

の上、審査することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。認定６件については、７人の委員で構成

する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上、審査することに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員

会の委員については、委員会条例第８条第１

項の規定により、２番 諏訪良一君、４番  

宮下為幸君、５番 平岡志朗君、７番 甲部

昭夫君、８番 藤本一義君、10番 武田純一

君、20番 杉本平治君、以上７名を指名いた

したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、ただいま指名いたしました７人

を決算審査特別委員会の委員に選任すること

に決定いたしました。 

 決算審査特別委員会の審査の認定議案は、

お手元に配付した付託表のとおりでありま

す。 

 委員の方は、次の休憩中に委員長、副委員

長の互選を行い、報告してください。 

 ここで暫時休憩いたします。 

           午前11時38分 休憩 

 

           午前11時44分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 決算審査特別委員会において委員長、副委

員長の互選が行われましたので、報告いたし

ます。 

 委員長に20番 杉本平治君、副委員長に10

番 武田純一君、以上のとおりであります。 

 報告を終わります。 

 

 ◎休会決定の件 

○議長（若狭明彦君） 日程第４ 休会決定

の件について議題といたします。 

 お諮りします。 

 各常任委員会審査などのため、９月13日か

ら18日まで６日間、休会いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、９月13日から18日までの６日

間、休会とすることに決定いたしました。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時46分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は19名です。 

 議員定数の半数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 一般質問 

 これより一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の発言は１時間ですので、

守っていただきますようお願いいたします。

執行部におかれましては、的確な答弁をお願

いいたします。 

 それでは、通告順に質問を許します。 

 16番 坂井幸雄君 

  〔16番（坂井幸雄君）登壇〕 

○16番（坂井幸雄君） 皆さん、おはようご

ざいます。 

 こうして全員、１名のほかに全員議会に出

られることを天に感謝したいと思います。先

日の台風13号では、九州、また四国方面に大

変被害がこうむっておるわけでございます

が、こうして元気で出られることを本当に天

に感謝したいと思います。 

 それでは、通告に基づいて質問をさせてい

ただきます。 

 第１問目でございますが、中能登町選挙区

の投票会場の数についてでございます。 

 いろいろと先般、議員の選挙がございまし

て、私ら、皆さんが当選させていただきまし

て、本当に感謝したいと思います。 

 それで、一部の方々から投票の会場をもっ

と見直したらいかがかなという声が聞かれま

した。地域間の関係や距離などの問題がある

と思いますが、投票率の向上のため、また日

増しに高齢化社会、後期高齢化社会になって

きますと、なかなか距離の遠いところには足

が向かないわけでございます。いろいろと手

法を凝らしてやっておられますが、自分の足

で投票に行きたいということが往々に見受け

られると思います。 

 現在の投票所の位置及び設置数が適当であ

るかどうかということを再検討していただき

たいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 坂井議員

の質問は選挙管理委員会に対する質問であり

ますので、私は、選挙管理委員会書記長とい

う立場から答えさせていただきたいと思いま

す。 

 現在、中能登町では投票所は11カ所ありま

す。これは、合併前に旧町において再編を行

った投票区をもとに投票所を決め、引き継い

でいるところであります。 

 議員より発言のあった投票率のアップを図

る、有権者の利便性等を考えたとき、現在の

投票所の数でいいのかは、町選挙管理委員会

で協議する必要がございます。仮に変更する

となれば、旧町の枠を超えた投票区の変更や

投票所までの距離、そして有権者の数、何よ

り町民の皆様方の理解を求める必要があるか

と思います。 

 先ほども言いましたが、検討し、決定する

のは町の選挙管理委員会でありますので、次

に開かれます選挙管理委員会には投票区等の

変更についての意見があったことは選挙管理

委員会に申し伝えたいと思います。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） ありがとうございま

す。 

 実は投票所11カ所ございまして、多いとこ

ろには2,538名の方の有権者、少ないところ

には152名であります。それとまた地域間が

往々にありますので、ぜひとも検討していた
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だきたいと思います。 

 先ほど苗山参事が言われたように、近いと

ころに投票できることが一番いいのではなか

ろうかと思います。また一応選挙管理委員会

で検討していただきたいと思います。 

 次は２番目でございます。 

 ここに通告では励志館の周辺の整備につい

てと書いてあるんですけれども、皆さんご存

じのように何が整備すればいいかということ

で、みんな連檐になっているところをどこを

整備しろということが疑問に生じられるかと

思います。 

 そこで、ひとつ最近の話ですけれども、

今、ＪＡ能登わかば協同組合も統廃合の検討

をされております。そこで能登部ＳＳ、金丸

ＳＳということで２カ所ございます。今、そ

の統廃合にあわせて各町１カ所だけのＳＳと

いうことで論議しているわけでございます

が、先走った話は一応は理事会で報告して言

っているわけでございますが、今、励志館の

横の能登部スタンドでありますが、あそこと

金丸地区がどっちかに１カ所統廃合というこ

とで提起されているわけでございます。 

 それにあわせて、主要地方道七尾羽咋線の

鹿西中学校交差点から励志館寄りに県に歩道

を100メーターか150メーターだと思うんです

けれども、歩道とあわせて整備できないかと

いうことでございます。 

 きょうの新聞でも地価の下げ止まりという

ことでありまして、相当地価も下がっている

わけでございますが、もし中能登町と励志館

の周辺を整備したい意向が少しでもございま

したら、また提起したいと思いますので、そ

の点、そういう考えがあるかないかお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 坂井議員の質問にお

答えをしたいと思います。 

 質問の励志館周辺の整備計画につきまして

は、現在のところ計画はあるかないかという

質問であったかと思いますけれども、現在の

ところは計画はありません。しかし、励志館

はご承知のように昭和44年に建設されまして

37年たっているわけでございます。そういう

中で、あの四方にあります樋といいますか、

コンクリでつくってありますあれは300キロ

以上ありまして、あの四方で励志館全体が持

っている。そういう構造でありまして、やが

て40年たちますと耐震あるいは老朽化の点で

見直ししなければならないのではないかと、

そう思っておりますし、また保健センターに

つきましては昭和56年に建設されまして25年

たっているわけであります。保健センターに

つきましても現在、旧３町それぞれにあるわ

けでありまして、これでいいのかないのかと

いうような見直しもしなければならないわけ

でありますし、また周辺であります鹿西中学

校につきましても、あれは平成10年に建てら

れまして、今、中学校、小学校の検討委員会

にいろいろとお願いをして、その検討委員会

の答えを出してそれぞれに考えていかなけれ

ばならない、そういうところであろうと、そ

う思っております。 

 また、それにつきましての道路であります

けれども、前の有楽町、あの焼き鳥屋から中

学校までのところが未整備でありまして、こ

れは旧町時代から整備をしてほしいというよ

うな要望を県としているわけでございます。 

 そういう中で、ご存じのように公共事業予

算が大変少なくなっております。平成10年を

境にして見ますと国の公共予算が14兆9,000

億であります。平成18年度が７兆2,000億で

ありまして、19年度はこれからまた３％削減

と言われております。そういう中でなかなか

道路予算もつかないというところが現実であ

りまして、今言われました能登部のスタン

ド、あるいは中条さん、あるいは新宿、おは

なはん、そういうところの移転費がかかるわ

けでありまして、それらについてのやはりそ
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こよりももっと田んぼなり畑なり、つくりや

すいところへ多くつくった方がいいのではな

いかということで後回しになっております。 

 能登部のスタンドのためにあそこへ整備を

するという、そんなわけにもまいりませんの

で、中能登町これからどうすれば一番いいま

ちづくりができるかという観点、それから励

志館の耐久、そのような大きな意味からもあ

の辺の整備計画を検討していきたい、そう思

っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） 今、杉本町長の答弁

でございますが、いろいろと国の公共事業と

いうことで削減されているわけでございます

が、歩道はだれが通っても安全でいい場所で

ございますので、せめて歩道だけでももう少

しのところでございますので整備していただ

きたいと思います。 

 最近、励志館とか耐震性とか図書館とか言

われましたんですけれども、なかなか合併し

たら公共施設がたくさん余ってくるわけでご

ざいますが、そこは土地というのはなかなか

隣地はなかなか求められませんので、それを

求めてからでも総合的な計画を立てても結構

ではなかろうかと思いますけれども、その点

もう一度、町長答弁お願いします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 整備計画を立てまし

て、どれだけの敷地が要るのか、その計画に

よって求めなければならないのか、要るのか

要らないのか。その検討から必要であろうと

思いますので、もう少し時間をいただきたい

と思います。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） ３番目にいきます。

農業関係でございます。 

 私たちの農業は、取り巻く環境が大変厳し

いわけでございます。農業者数並びに高齢化

になって急速なスピードで進んでおります。

台風13号は、幸いにして、きょうも全協で議

長が述べられたように少し田んぼがやわらか

くなったりするわけでございますが、大きな

被害がなかったのは結構だと思います。 

 また、ＷＴＯ、諸外国の農業交渉について

も、国際ルールがありましてなかなかうまく

いっているわけではございません。意欲のあ

る、能力のある方々の担い手がこれからの農

業基盤だと思います。 

 60歳以上の方が農業については７割、その

うちの70歳以上の人が35％までおられます。

これから高齢化になるためには、どうしても

担い手の対策で賄いしていかなければならな

いと思います。 

 それで、19年度より農業改革案が動いてい

ます。主な変更点をお示し願いたいと思いま

す。 

 その次、２番目ですが、農業経営改善計画

に従って町の認定農家数または集落営農が全

体の何％を占めておられるのかお聞きしたい

と思います。 

 その次、農業改良資金融資の内容と対象者

の条件はいかがなものかなということで、そ

れをあわせてお示し願いたいと思います。 

 それと、今回の台風では大雨がなくてよか

ったと思います。８月12日の豪雨で雨水対策

で、商業団地からの排出する雨水が大量に８

号排水へ流れているわけでございます。９月

の定例会の補正予算でも８号排水の何カ所か

修理されるわけでございますが、その雨水対

策の商業団地の効果と結果をお知らせ願いた

いと思います。 

 その次、５番目ですが、農業排水の深堀対

策でございますが、最近、基盤整備事業がど

んどん進んでいるわけでございますが、ある

地区では、基盤整備の案が出ましたんですけ

れども声の大きい人のために中止になったわ

けでございます。そのためにその地区が排水

路が埋まってしまって、用水、排水が併用に

なっているわけでございます。それで田んぼ
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の水がなかなか抜けないということで、耕作

者がいないし、放棄耕作地になっておりま

す。 

 そこで今、放棄耕作地対策としては、草刈

り、いろいろとやっているわけでございます

が、永久な耕作地、後継者のいない耕作地は

そのままです。そこに入ろうとしてもなかな

か田んぼがやわらかくて草刈りにも入れない

わけでございます。そこで排水溝を掘ってい

ただきまして少しでも乾田化して耕作地を解

消すればどうかということで、農業排水の排

水溝の深掘りということで、そういう対策案

が恐らくないと思うのですけれども、地元も

一部負担を持ちますので、基盤整備してない

ところに対しては少しでも農地を守るために

はわずかな対策を講じていただきたいと思う

わけでございます。 

 合わせて５点ですけれども、よろしくお願

いします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 農業関係の質問であ

りますけれども、最初に４番目の大雨時の商

業団地での雨水対策の効果と結果についてを

先に答弁をさせていただき、その後に農業関

係全般について答弁をさせていただます。 

 まず雨水対策の関係ですけれども、国道

109号線、通称鹿島バイパス沿線の徳前地内

に計画されました中能登マイタウン計画につ

いては、既に４店舗が開店をしており、10月

19日には核となる家電量販店がオープンする

予定になっております。 

 開発行為を行うとする場合には、県知事と

協議をし、その許可を得なければなりませ

ん。雨水排水対策については、この協議の中

で話し合いが行われており、県よりその対応

策が適当であると判断されております。 

 また、中能登マイタウン計画については、

造成工事が完了したときに県と町で完了の検

査を行っており、つくられた施設が適正に管

理をされているならば雨水に対する下流への

影響は問題はないと考えております。 

 次に、１番目の平成19年度からの農業改革

案について答弁をいたします。 

 農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少

や農家の高齢化が都会以上のスピードで進ん

でおります。一方で国外に目を向けますと、

ＷＴＯの世界貿易機関の農業交渉では国際ル

ールの強化などの交渉が行われています。 

 このような状況の中で、今後の日本の農業

を背負って立つことができるような意欲と能

力のある担い手が中心となる農業構造を確立

することが待ったなしの課題となっておりま

す。 

 そこで、国においては、これまでのような

すべての農業者の方を一律的に対象として

個々の品目ごとに講じてきた施策を見直し

て、意欲と能力のある担い手に対象を限定し

て、その経営の安定を図る施策に転換するこ

とといたしております。 

 平成19年からの施策の変更については、課

長から答弁をさせますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（若狭明彦君） 表農林課長 

  〔農林課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農林課長（表 辰祐君） 変更になる点の

概要についてお答えいたします。 

 第１ですが、平成19年度からは、これまで

の米の担い手経営安定対策、麦作経営安定対

策、大豆交付金等が廃止をされまして品目横

断的経営安定対策となります。この対策は、

国際ルールを考慮した上で、これまでの米や

大豆、麦などの品目別の価格支援政策から農

家の経営に着目した所得政策へと変わるもの

でございます。 

 具体的には２つの交付金からなっておりま

して、諸外国との生産条件の格差、生産コス

トの差、それを補正する交付金で、げた対策

とあらわされることになっております。 

 もう一つは、収量や価格の変動による収入

の減少の影響を緩和する交付金で、これは、
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ならし対策とあらわされることになっており

ます。対象品目は、げた対策では麦と大豆、

ならし対策は米と麦と大豆であります。施策

の対象者は、認定農業者と一定の要件を満た

す集落営農組織となっております。 

 次に２番目といたしまして、農地・水・環

境保全対策が導入されます。この対策は、高

齢化や混住化が進行して農地や農業用水など

の資源を守るまとまりが弱くなってきている

昨今でありますところから、農地や水を守る

効果の高い集落共同活動を行う場合と環境保

全に向けた営農活動を行う場合に支援される

ものであります。 

 支援を受けるためには、集落において農業

者以外の人を含めた活動組織をつくります。

つまり、地区の農業者はもとより青壮年会や

女性連絡会、老人会、場合によっては子供会

など、あるいは組織的には学校ＰＴＡなども

包括をして農地等を守る地域住民の活動組織

をつくって、地区の農業用施設の長寿命化あ

るいは生態系や景観保全などの活動の実践を

する必要があります。 

 支援額は、水田については10アール当たり

4,400円で、５年間支援されることになって

おります。 

 次に第３点目ですが、新たな需給調整シス

テムへと移行することであります。 

 国は、７月に決定をしました経営所得安定

対策等実施要綱におきまして、米の需給調整

は19年産米から農業者、農業者団体が主体的

に行うシステムに移行することを明らかにし

ております。これによりますと、米の生産目

標数量の配分は農協等の生産調整方針作成者

が各農業者に対して行うこととなります。行

政はこれまでのような配分行為は行わず、ま

たこれまで行ってきた稲作の作付確認は町の

水田農業推進協議会が行うこととなります。 

 以上が19年産からの主な改正点でありま

す。 

 次に、第２点目の農協経営改善計画に従っ

て町の認定農家数と全体のパーセンテージと

いうことでございます。 

 中能登町の認定農業者数は現在62名でござ

います。水稲作付農業者数が1,519名でござ

いますので、全体の4.1％ということになり

ます。 

 それから、集落営農のパーセンテージもお

尋ねになりましたが、現在進めております集

落営農の箇所数は町内全域で20カ所。したが

いまして、集落営農の規定の面積が各集落の

20ヘクタール、集落の３分の２以上というふ

うなことでありますので、まず第１、20ヘク

タールで20カ所。すべてが成立をすれば400

ヘクタールかなと思います。 

 第３点目に、農業改良資金の融資の内容と

対象者の条件をお尋ねでございましたが、農

業改良資金は、農業経営の改善を目的とした

新たなチャレンジに対して県及び融資機関が

無利子で資金を調達してくれる制度でありま

す。貸付の対象者は、認定農業者や主要農業

経営の経営者あるいはエコ農業者に対しまし

ては、従来取り扱っていない新規の作物区分

へ進出する場合、あるいはみずから生産した

農畜産物を主原料とした加工の事業を新たに

開始する場合に融資を受けられることになっ

ております。 

 内容といたしましては、施設の改良、造成

または取得に必要な資金等々でございまし

て、融資率は認定農業者には100％、その他

の担い手は80％以内。貸付限度額は認定農業

者は個人で1,800万円、法人で5,000万円。償

還期間は12年以内となっております。その他

詳細な審査基準等が定められておりますけれ

ども、概略としては以上であります。 

 それから、５番目に農業排水の深掘り対策

についてという御質問でございますが、農業

用排水路の深掘りということでは、現在、土

水路であって、それにＵ字溝等の水路を敷設

する場合には、受益面積が５ヘクタール以上

あれば県単土地改良事業での対応は可能と思
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われます。その場合の負担率でございます

が、県が40％、町が42％、受益者が18％とい

うことになります。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 坂井幸雄君 

○16番（坂井幸雄君） 先ほど説明していた

だきましたが、担い手とか集落営農がこれか

らの主力ということで、その方々に援助しよ

うということでございますね。 

 それともう一つ、５点目の500ヘクタール

以上の面積をもって土掘りということである

んですけれども……。５ヘクタールだったら

少々そういう申請をしたらできるわけです

ね。先ほどの説明されたのは40％、20％、

18％ということで、地元が18％ということで

すね。 

 ありがとうございます。また、そういう地

域のあるところにはそう説明させていただき

たいと思います。 

 いろいろと質疑ありがとうございました。

これで終わります。 

○議長（若狭明彦君） 次に、７番 甲部昭

夫君 

  〔７番（甲部昭夫君）登壇〕 

○７番（甲部昭夫君） まず初めに、傍聴の

皆さん、本当にご苦労さまでございます。 

 一般県道良川磯辺線についてお聞きをした

いと思います。 

 この問題は、旧鹿島議会にはかなり話題に

なっていたということも聞いておりますし、

合併をした以上、私たちも地元だけのことで

なく、やはり鳥屋、鹿西、鹿島地区の問題も

取り上げていかなければならないなというこ

とを痛感いたしておりますので、一言この問

題について触れさせていただきます。 

 この道路については、言うまでもなく良川

地内から小竹を通って富山県の磯辺地内に通

う重要な道路でございます。せんだっても議

会の産業建設常任委員会で現地の視察もし、

また私個人も確認に行ってまいりました。確

かに小竹地内から磯辺に向かう入り口から数

百メートルは道路間隔が狭く、車の交差も難

しいように感じました。地元の方より聞いた

お話ではございますけれども、町当局より交

通の円滑化を図るためバイパス道をつくる計

画があり、地元において説明会も催されたと

言っておられましたが、この計画は現在どの

ように進んでいるのか町長にお聞きをしたい

と思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 甲部議員の質問にお

答えをいたします。 

 良川磯辺線の改良工事について、現在まで

の経緯についてということでなかったかと思

います。 

 現在までの経緯でありますが、改良工事や

バイパス要望を地元と町が一体となって続け

ております。その結果、平成17年度から石川

県に予算化された路線であります。 

 昨年の８月に地元の関係する方々を対象に

良川磯辺線みちづくり協議会を設立をし、改

良箇所の順位づけや要望等を織り込んだ全体

計画が立案されました。今年度計画されてお

りますバイパスの整備計画につきましても、

1.5車線的整備の一環として整備されるもの

であります。 

 計画では、県道七尾鹿島羽咋線の多田さん

の家を起点として山側へ延長212メートル、

幅員７メートルの道路を新設する予定であり

ます。現在は用地測量にかかっており、今年

度買収を終える予定であります。 

○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） 今、町長はその後も

答えていただくような様子でしたけれども、

当然、この件に関してはどういうような計画

にあって、いつ仕上がるかというようなこと

までお聞きしたいわけでございます。その辺

をよろしくお願いいたします。 
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○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） ２点目の見通しであ

りますけれども、この路線は大変昔からの重

要な路線でありまして、ずっと鹿島町時代か

らの県への要望があったと聞いております

し、そういう中で、先ほども申しましたよう

に1.5車線的な整備ということでこれからも

整備をさせていただいております。そういう

バイパスにつきましては３年間で完了する

と、そういう約束になっております。これか

らも県とともに整備を進めてまいりたい、そ

う思っておりますので、今後とも事業推進の

ためによろしくご協力のほどお願いをいたし

ます。 

○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） それでは、今の件に

関してはおおむねわかりました。いいように

進んでいるという結果になっているようなの

で安心いたしておりますが、交通事故をなく

す安全な道路をつくっていただくよう要望し

ておきたいと思います。 

 次に、地域安全センター開設について。 

 皆様には余りなじみのない名称だと思いま

すが、今年４月１日より当町において開設さ

れたものであります。 

 今、全国で起きている事件を見ますと、余

りにも常識では考えられないことが連日テレ

ビやラジオで、また新聞等で大きく報道され

ております。新しい事件では、山口県の高専

の殺人事件や、また金沢市にもございました

未成年者の子供が殺人を犯すなど、いろいろ

事件としては大変なものが報道されておりま

す。 

 このような事件や事故を未然に防ぐことな

どを目的に設置されたものではないかと思わ

れますが、開設以来やがて半年となります。

具体的にはどのような業務をされているの

か、また、どのような効用を感じているのか

など、今までの活動報告も含めて町長にお聞

きをしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 地域安全センターに

つきましては、最近問題となっております不

審者への対応や日常生活を脅かす犯罪の情報

が町へ数多く寄せられたことを受けまして、

ことしの４月より嘱託職員として警察ＯＢの

方にお願いをし、地域安全センターを設置さ

せていただき、５月10日に開所式を行い、活

動を行っております。 

 主な活動といたしましては、地域の身近な

問題の解決、地域安全組織への連絡及び地域

住民への直接の情報発信活動、地域住民の要

望に応じた活動等であります。 

 これまでも交通事故や不審者から児童生徒

や地域の安全を守る取り組みにつきまして

は、各種団体におきまして自主的な活動を行

っていただいていますが、この７月18日には

犯罪抑止効果があると言われております青色

回転灯を装着できる公用車、俗に言う防犯パ

トロールカーであります。それらを３台、各

庁舎１台ごとの許可を陸運事務所から受けま

して、地域安全センターを初めパトロール実

施者証を受けた職員が事務連絡等で町内を走

行するときにはその車を活用いたしておりま

す。 

 青パトとは防犯パトロールカーのことであ

り、地域安全センターの業務として行ってい

るもので、その業務の最大の目的である安全

で安心なまちづくりを行うための手段であり

ます。警察ＯＢのきめ細やかな視点から巡回

を行い、各駐在所員とも連携をとりながら犯

罪を未然に防ぎ、今後とも巡回を続けてまい

りたいと存じますので、よろしくお願いをい

たします。 

 また、議員から指摘のありましたミニパト

カーのような公用車の購入につきましては、

今後、公用車の入れかえ時期等を考慮しなが

ら購入について検討していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） ありがとうございま

した。 

 今、青パトの話も町長より聞きましたけれ

ども、青パトに関してはこの間も私も見まし

たけれども、ライトバンのミニバンのような

形の車だったので、それを小っちゃなミニパ

トカー、いわゆる警察の乗っているような、

ああいう白と黒のような形をしたようなもの

に、３台いるのであれば１台ぐらいはかえて

いただくような予算をつけていただけないか

なと。やはりああいうものというのは、瞬間

見たときにはっと思うような形のいいもので

あれば、地元の人も見たときのそういう意味

というものをよく理解をしてくれるのではな

いかなと。 

 ３台いる中に３台ともというわけにもいか

ないでしょうけれども、せめて１台くらいは

そういうような予算をつけていただくような

ことができないか、この辺を町長にひとつお

聞きしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） ３台を入れたときに

住民の方々からもそのような要望もありまし

て、今答えたように全部かえるというわけに

まいりませんけれども、かえる時期があれば

１台ずつそういうことにすればもっとＰＲに

もなったり犯罪の抑止にもなるのかなと、そ

う思っておりますので、これから検討してい

きたいと、そう思っております。 

○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） その青パトの件に関

しても、どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは最後になりますけれども、鹿西地

内の水害についてということでお聞きをした

いと思います。 

 鹿西地内の水害については、８月12日午前

中に降った雨は雷を伴う大変な豪雨となりま

した。各地に落雷や多くの水の被害があった

と聞いております。今回の質問は、この水害

に対してであります。 

 鹿西高校前より七尾寄り七、八十メーター

ほどの七尾羽咋線の地方道での床下浸水の件

について、当日、私はその地域におりまし

た。見る見るうちに70センチくらいにふえて

いく水に対しては全くどうすることもできま

せんでしたが、通行をする車をとめ迂回路を

教えたり、また上区の区長さんや役員の皆さ

んに連絡をとるなどして対応いたしました。 

 この地域は10数年前から大雨になると水の

被害に遭い、被害を受ける方もいつも同じ

方々でありました。しかし今回は豪雨であ

り、その範囲も広がったようであります。 

 この地域には三反田川、また通称腰巻川と

いう川がございます。その水は主要地方道を

通り、鹿西高校運動場下の暗渠からＪＲの路

線下をくぐり、最後には長曽川に行くように

なっているわけでございます。豪雨になると

その水が増量し、一挙に流れ出て排水ができ

なくなり、逆流したような形で主要地方道に

とまるのではないかと思われます。 

 このことは町当局も十分ご存じとは思いま

すが、８月12日は当局はどのように対応をさ

れましたか、その辺をひとつお聞きしたいの

と、私はこの地区の出身議員であり、地元の

方より強く町に訴えてほしいという要望もさ

れておりますし、上区区長初め役員の皆さん

にもご相談を申し上げました。あの日の状況

を見て、町長はどのような対策を考えておら

れるか、杉本町長にお聞きしたいと思います

が、よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） まず初めに、８月12

日の大雨について町はどのような対応をした

かというような質問であります。 

 ８月12日の大雨に対する町の対応について

ですが、当日は午前９時11分に能登南部に大

雨洪水警報が発令をされております。警報発

令と同時に、総務課長が直ちに鳥屋庁舎に出
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動し、庁舎にいた職員２名とともに役場幹部

職員に各庁舎ごとに出動するよう連絡をとり

ました。 

 出動した職員は２名１組となり、被害の状

況把握と土のうを運搬するなど家屋等の被害

を最小限に食いとめるべく方策をとりまし

た。また、降雨後は床下浸水の被害があった

民家等に病害虫発生防止のための消石灰を配

布し、事後処理に当たったわけであります。 

 県への報告は１時間ごとに行いながら、最

終被害状況報告を午後２時に行い、その後の

被害報告もなく、また停電も復旧をしたため

に午後３時に解散をいたしました。 

 なお、当日の降雨量は、能登部下の県観測

所において午前10時10分から10時20分の10分

間に22ミリという未曾有の降雨があり、県立

鹿西高校前の主要地方道七尾羽咋線が一時、

深さ70センチも冠水をし、通行どめになるな

ど大きな被害がありました。ただ、幸いなこ

とに人的被害はなく、このことにつきまして

は町といたしましても一安心という状況であ

りました。 

 以上です。 

 次に、鹿西高校周辺の煤以外に対する抜本

的な対策について町長はどのように考えてい

るかという質問があったわけですが、旧町時

代にも幾度となく水害に見舞われた地域であ

り、十分認識もしております。 

 近年、住宅地内の水路改修で流速が速くな

ったり、水田の宅地化で保水機能が低下した

ことなどで、一雨降れば末端までに要する時

間が非常に短くなっております。その上、は

け口が狭いと水位が急速に増してきます。８

月の集中豪雨もそれらが原因であったと考え

ております。 

 この地域は、三反田川などの水が合流をし

て鹿西高校のグラウンドを横切り、ＪＲを横

断して大排水に流れる河川であります。８月

の集中豪雨以来、石川県とも調整を図りなが

ら検討もしているところであります。 

 県道沿いの橋本川の河床と一番低いところ

の差が65センチあり、橋本川の方が高いわけ

でありまして、物理的にも橋本川へ水を運ぶ

ことはできません。全体的な高低差を測量し

て、ＪＲ横断暗渠改修を含め、関係機関と協

議をし、抜本的な改修案を作成し、早急に対

応したいと考えております。 

 議会を初め地域の皆様方のご協力をお願い

いたしまして、答弁といたします。 

○議長（若狭明彦君） 甲部昭夫君 

○７番（甲部昭夫君） ただいまの町長のご

返答でございますけれども、積極的にやって

いただけるというような話で理解をいたしま

した。地元の方も本当に大変期待をしており

ますので、どうか早いうちに町長にはそのよ

うな方向で進んでやっていただきたいと思う

だけでございます。今後ともよろしくお願い

をいたします。 

 これで今回の質問は終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） ここで休憩いたしま

す。 

           午前10時52分 休憩 

 

           午前11時01分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 ２番 諏訪良一君 

  〔２番（諏訪良一君）登壇〕 

○２番（諏訪良一君） これより３点につい

て質問したいと思います。 

 最初に、行政情報管理について。 

 一口に情報といってもそれは千差万別であ

り、公開すべきものがある反面、機密を遵守

しなければならないものがあろうと思いま

す。合併に伴い、住民個人データの電算化シ

ステムの改修で大量の情報が保存されている

ことでしょうが、その管理や運用面で一歩誤

ると町民の皆さんに多大な迷惑とご心配をお

かけすることにもなりかねないと考えます。

情報保護の基本方針と運用の両面でどのよう
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に対応されているのか。また、しようとして

いるのでしょうか。 

 電子文書の管理システムが構築されていな

いため高度情報化に対応できないと現在作成

中の町総合計画に明記されていますが、対応

するにはどのようにすべきか。また、いつご

ろから電子データによる保存や行政事務の効

率化を図る計画をお持ちでしょうか。 

 かようなことを踏まえまして、情報管理シ

ステムについて、情報保護対策基準について

伺いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 諏訪議員の質問にお

答えをいたします。 

 行政情報管理についての質問であります

が、現在の高度情報社会において情報管理は

大変重要な問題であると認識をいたしており

ます。 

 現在、役場の行政情報の蓄積は、大きく分

類すると紙で保管されているものと電子デー

タにより保管されているものがあります。 

 電子データについては、簡単に持ち出しが

可能なことから、セキュリティポリシーを定

め、厳しい管理において運用をいたしており

ます。 

 しかし、旧来からの紙において保管してあ

るいわゆる簿冊につきましては、合併前の書

類で、当面は必要のない書類につきましては

各庁舎にそのまま保管をしております。合併

後の書類は、現在のところ各担当が責任を持

って保管と管理をいたしております。 

 現在、文書管理において統一した基準づく

りと管理体制の強化、並びにパソコンによる

文書管理ができるように検討を進めておりま

す。 

 石川県内でも情報漏えい事件が発生をして

おり、ますます厳重な情報管理が求められて

おります。今後とも情報漏えい事故が発生し

ないよう職員に向けて周知徹底を行っていき

ますので、あわせて皆様方のご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 大村企画課長 

  〔企画課長（大村義一君）登壇〕 

○企画課長（大村義一君） 諏訪議員のご質

問にお答えをさせていただきます。 

 現在、各庁舎窓口サービスにおきまして住

民基本台帳や税などにおきます個人情報デー

タの取り扱いにつきましては、総合電算シス

テムと呼ばれるシステムで一括管理をいたし

ておりまして、セキュリティ対策にも常に最

新の状態で管理をいたしております。 

 また、システムの操作におきましても各シ

ステムごとにパスワードを設定するなどアク

セスを制限し、定期的に変更するなど、だれ

もが容易に操作できるものではございませ

ん。 

 また、システムで管理しております情報、

住基情報、それから税情報等につきまして

は、紙ベースで印刷をして利用する場合の取

扱いにおきましても各課から個人情報を管理

しております担当課に業務に必要な情報並び

に目的を明記した申請書を提出させ、情報の

必要性及び内容を審査し、慎重なルールのも

とで取り扱いを行っているところでありま

す。 

 今後とも職員の個人情報のセキュリティに

つきましては細心の注意を払いまして、セキ

ュリティポリシーに基づいて情報を徹底して

いきたいと考えておりますので、ご理解のほ

どお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 現在作成中の町総合

計画に明記されている電子文書の管理システ

ムが構築されていないため高度情報化に対応

できないと。この点はどんなことを指してお

られるのでしょうか、伺いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 大村企画課長 

○企画課長（大村義一君） 諏訪議員のご質

問、再質問でございますけれども、町の総合
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計画につきましては現在まだ素案という段階

であります。この内容等につきましては、今

後十分に検討して考えたいと思いますので、

よろしくご理解のほどお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） これは参考までにお

聞きしたいのですが、あってはならないこと

が身近なところで発生していることは新聞、

テレビ等の報道でご承知のことと思います

が、仮に行政情報が流出した場合の責任の所

在についてどのようにお考えか、お願いした

いと思います。 

 これには２つありまして、一つには委託業

者の社員のパソコンからの流出、もう一つは

職員の使用のパソコンからの流出、この点に

ついてお聞きしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 大村企画課長 

○企画課長（大村義一君） 諏訪議員のご質

問にお答えをさせていただきます。 

 現在、システムの保守業者であります北国

インテック株式会社との契約におきまして、

個人情報のデータの取り扱いにおける守秘義

務を本契約で交わしております。本契約にお

きましても、第三者に開示、漏えいまたは目

的外に使用されないという条項を契約書で交

わしております。 

 それから、職員の漏えいでありますけれど

も、これにつきましては非常に大事な点でも

ありますので、先般、各職員にも十分に徹底

をいたしたところであります。 

 それから、新聞報道等で漏えいがありまし

たけれども、中能登町におきましてはそうい

ったことはないというふうに記憶しておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 責任の所在というこ

とでありますけれども、会社であれば当然、

その会社が責任持っていただかねばならない

ということでありますし、また職員について

は私が責任をとらなければならないと、そう

思っております。 

 今までに２件ほど、この町でなしに、富山

県と金沢にあったわけでありますけれども、

今まで指名停止にはいっておりませんけれど

も、そういう会社がこれからあれば指名停止

もしたいというようなことで対応いたしてお

ります。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 高度情報化に対応で

きるような電子文書の管理システムの構築、

それと今ほどの情報の保護。対岸の火事とと

らえないで真摯に受けとめ、必要な対策を早

急に講じていただきたい。このことをお願い

したいわけです。 

 それでは、次に２つ目にいきたいと思いま

す。 

 街路樹、公園など樹木の管理について。 

 関心を持って町内を１周しますと、公園緑

地を初め街路樹や学校の校庭等に植栽されて

いる樹木の多いことに驚きます。また反面、

防除、剪定や除草など適正に管理されていな

い樹木もかなりあるようにも見受けられま

す。快適な生活環境の向上を図る上でも、こ

れら樹木の樹齢が進むにつれて管理の徹底を

図るにはかなりの労力と経費がかかるものと

思います。 

 また、ことしは梅雨明け後からの好天と高

温続きで、近年になく桜の大敵であるアメリ

カシロヒトリの幼虫が大量に発生し、被害─

─被害というのは葉を食害することです。で

すから、今、桜の木の上の方を見まして、ほ

うきのようになっているのがみんなこの害虫

の被害の状態です──によって明年の着蕾数

というのはつぼみの数ですが、影響が生ずる

ものと推察しております。被害の実態は既に

掌握されているものと思います。 

 これらのことを踏まえまして、防除、剪

定、除草など管理計画について、アメリカシ

ロヒトリの食害状況と対処について伺いたい
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と思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 街路樹の管理につき

ましては、交通安全の観点から必要に応じて

対応をしてきております。また、町有の公園

施設等の樹木防除、剪定、除草等につきまし

ては、主に民間業者あるいはシルバー人材セ

ンターに委託をしておりますが、防除につい

てはおおむね年３回、剪定は１回、除草は年

３回行っています。 

 また、町内会のボランティア活動で除草、

剪定作業などを行い、維持管理に努めていた

だいている町有の小公園もあります。 

 町有の公園施設等の樹木の病害虫防除は、

毎年防除を行っておりますが、ご指摘のアメ

リカシロヒトリの食害につきましては、中能

登町内でも今夏の猛暑によりアメリカシロヒ

トリが異常に発生をしていると聞いておりま

す。 

 町内の食害状況につきましては、アッピー

鹿西付近の桜並木でアメリカシロヒトリによ

る目立った被害が見受けられましたので、９

月８日に防除作業を実施いたしております。

また、越路小学校、御祖小学校、鳥屋中学

校、鹿西小学校、碁石ケ峰池周辺、久江道閑

公園等で桜に若干被害が見受けられるとの報

告も受けております。 

 通常の発生時期は５月から７月までと８月

から９月までの２回発生すると聞いています

ので、状況の推移をいましばらく見守りなが

ら対応していきたいと考えております。 

 当然のことながら、民家に近い防除は人体

に対して影響のないよう慎重な対応が必要で

あります。町が委託する防除作業は早朝、人

けのない時間帯に行っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 桜の木の大敵という

ことになってくると、アメリカシロヒトリと

てんぐ巣病の２つがあります。前にもこの議

会の質問でも出ておりましたけれども、やは

り大変樹齢も進んで、桜の木も大きいから防

除も大変だと思うんですが、しっかりと計画

を持って実践していただきたいということを

お願いしたいわけです。 

 それでは次に、３つ目にいきたいと思うん

ですが、行政人権くらしの相談についてであ

ります。 

 町の広報を見ておりますと、心配事、困り

事の相談は毎月開設されているようです。そ

して、その相談件数も年間にそれぞれ20件前

後あると聞いております。その内容にも福祉

の面から、あるいは土地所有とか町会に関す

る等、大変広い範囲にわたっているようです

が、問題は、町内のみで解決できるものと、

よその機関との連携のもとで進めていかなけ

ればならないものがあろうと推察します。 

 関係する課長は相談の内容を十分に把握

し、課内で対処できないものについては、課

長がそのリーダーシップをとって臨機応変に

ワーキンググループ等を編成し、迅速に、し

かも的確に対処する。そして、所期の目的が

達せられ、町民から喜ばれる行政サービスの

一環であろうと私考えるところです。 

 ところが、明確な回答なしに１年余り先送

りになっている案件があると相談した人から

聞いております。相談を受けた方は、町は迅

速に、しかも親切に対処してほしい。片や相

談をした人からは、町は対応が緩慢で誠意が

ないとの声を私聞いております。 

 かようなことを踏まえて、案件の取り扱い

体制について、案件に対する対処についてを

伺いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 行政人権くらしの相

談は、人権擁護委員の方と行政相談委員の方

が月３回、毎月５、15、25日に行われる相談

日にそれぞれの庁舎において実施をしており

ます。土日の場合は翌日またはその翌々日と

なっております。 
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 日程については、毎月の「広報なかのと」

に掲載をさせていただいております。なお、

急を要する案件につきましては、委員の方々

に直接相談されてもよろしいかと思います。 

 案件に対する対処について、人権擁護委員

は、毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問

題やいじめ、体罰、差別問題、家庭内や近隣

間のもめごとなどの相談を受け、これを解決

するため、町に関係する相談内容と判断され

た場合は福祉課が連絡を受け、関係各課に連

絡をして問題解決を図ります。ただ、それで

も解決できない場合は法務局に連絡をし、解

決に当たるよう努力をいたしております。 

 行政相談委員は、国の行政や特殊法人など

の業務についての相談に応じ、相談者に必要

な助言をして行政評価事務所または関係行政

機関等に苦情を通知することとなっておりま

す。しかし、相談者には国の業務と地方公共

団体の業務の区別を判断することが困難なた

め、地方公共団体等の苦情や要望を受ける場

合は、その関係機関に連絡するという形にな

っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 今ほど町長が説明さ

れたように、早急に実践してほしいと思いま

す。そして、相談した人から喜ばれる困り事

相談、心配事相談に進んでいただきたいとい

うことをお願いしまして、質問を終わりたい

と思います。 

○議長（若狭明彦君） 10番、武田純一君 

  〔10番（武田純一君）登壇〕 

○10番（武田純一君） 私は、今回、２件の

ことについて一般質問を行います。 

 先ほど坂井議員の質問で、町長が学校再編

検討委員会について言及をされております。 

 私は、平成16年12月、鹿島町議会定例会の

一般質問で、合併後の新町における学校再

編、公民館、図書館について教育特別委員会

の協議を求めるとともに、私なりの提言をさ

せていただいております。 

 学校再編について、鹿南合併協議会、教育

特別委員会は少子化傾向が続くことを考慮

し、中学校は統合すべきである、小学校につ

いてはおのおのの町で検討すると答申がなさ

れております。 

 当時、鹿島町教育委員会での方針は、複式

学級の解消と並行学級ができるでありまし

た。しかしながら、教育特別委員会では並行

学級については話題にはなったが望ましい学

校の姿にまでは協議、検討してはいないとの

答弁でありました。協議、検討がなされたか

どうかをお答え願いたいと思います。 

 当時の鹿島町教育委員会の資料によると、

鹿西小学校入学予定者は平成18年38名、19年

37名、20年48名、21年33名でありました。文

部科学省の義務教育標準法では、学級編制と

して国は原則40人が標準でございます。都道

府県、これは給与担当者ですが、区域内の標

準を設定、市町村は学級編制を実施でありま

す。鹿西小学校は20年を除き１クラスであり

ます。並行学級は困難であります。 

 その現状を踏まえた上で、私は当時、区長

会の委員として鹿島町学校再編審議委員とし

て２回出席し、その席上でも昭和の大合併は

団塊の世代をいかにして学ぶ場を確保するか

であり、平成の大合併は少子・高齢化に伴う

学校をいかにするかである。そして幸いにも

中能登町は合併の資料にもあるように、半径

５キロメートルの円を２つ描けば、石動山を

除いてすべて２つの円の中に入るのでありま

す。したがって、中能登町では中学校１校、

小学校２校にすべきであると発言をしており

ます。 

 現状はどうでありましょうか。教育委員会

の資料によれば、鹿西小学校入学予定者は平

成22年28名、23年23名と状況は深刻化してお

ります。 

 この現実を冷静に判断したとき、教育特別

委員会の答申、小学校についてはおのおのの
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町で検討するは、どう理解すればよろしいの

でしょうか。中能登町としての望ましい学校

の姿に触れずに、問題を先送りしただけでは

ないのでしょうか。お答えを願いたいと思い

ます。 

 ある資料によれば、教育効果が十分期待で

きる望ましい小学校の姿は12学級から18学

級。１学年２学級から３学級です。１学年の

生徒の数ですけれども、21人から25人という

のも出ております。また、先生方のアンケー

トでも先ほど申しましたように１学年21人か

ら25人。１学年３学級が適正とのことであり

ます。 

 その根拠として、１つ、２学級以上におけ

る学級再編がえは、児童に今までと違った人

間関係に目を開かせ、新しい集団を体験させ

る貴重な機会になる。２つ目、異なった人間

関係に身を置くことにより新しい集団の中で

成長する可能性が大きい。３番目、同一学年

に複数の学級があることは、学級間の競争、

協力等が可能になる。４番目、同学年の複数

教師による教材の共同研究、作成、交換授

業、合同授業などが可能になるという報告も

あります。 

 これらのことを踏まえ、私は学校について

現在の位置にこだわる必要はないと思うので

あります。５年先、10年先の議論ではなく、

40年、50年の長いスパンを予見して議論すべ

きであると理解しております。 

 小泉首相が改革を進めるに当たり、米百俵

の精神が大切であると述べられました。長岡

藩、小林虎三郎は、救援米100俵を学校の資

金に注ぎ込み、国が興るのも町が栄えるのも

ことごとく人にある。食えないからこそ学校

を建て人物を養成するのだと。 

 この精神こそ学校再編のもとではないでし

ょうか。ご所見をお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 水谷内教育長 

  〔教育長（水谷内祝盛君）登壇〕 

○教育長（水谷内祝盛君） 武田議員のただ

いまのご質問にお答えいたします。 

 大きく分けて３点ほど質問なされたかと思

います。 

 まず１番目の学校の再編についてでありま

す。 

 合併協議会で協議なされたかというような

ご質問でございますけれども、教育特別委員

会では、中学校については、現状の規模では

専門の教員の配置にも欠けるし、中学校の部

活動にも限られた数しか活動できないので、

３町合併を機に中学校を１校に統合し、一日

も早く開校する必要があるという答申をして

おります。また小学校については、先ほど議

員がおっしゃったように各町でそれぞれ検討

し、各町で統合整備をすることとされました

ので、合併特別委員会では正式に協議してお

りません。 

 ２点目ですが、中能登町の現在の学校、中

学校、小学校の数について議員のご質問があ

ったことについてお答えしたいと思います。 

 議員のおっしゃるとおり、現在の児童生徒

数から考えまして、理想としては中能登町で

は中学校は１校、小学校は２校が適当な数だ

と私も考えます。しかしながら、ご承知のよ

うに現実問題としてまず取り上げなければな

らないのは中学校の統合でございます。この

問題があり、同時に小学校を２校にするとい

うことは現実的には大変困難ではないかと私

は考えます。 

 このことにつきましては、現在、学校統合

検討委員会で検討しておりますので、答申が

出るまでしばらくお待ちいただきたいと思い

ますので、ご理解ください。 

 次に、望ましい学級の児童数等についての

ご質問がありましたので、お答えしたいと思

います。 

 現在、石川県は40人学級を導入されており

ます。ただし、石川県教育委員会は、昨年度

から小学校１年生に限って小１支援、小学校

１年生を支援する、省略して小１支援と申し
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ますが、小１支援という制度を導入しており

ます。これはどういう制度かといいますと、

36人から40人以下の学年、この学年に対して

は２クラスに編制してもよいし、あるいは１

クラスにして教師を２人置く、いわゆるチー

ムティーチング、その方法どちらでもよい

と。それはその学校長の判断に任せることに

なるという、そういう制度を昨年度から導入

しております。 

 この制度は今年度も実施されておりまし

て、今年度は小学校１年生だけでなくして２

年生にも適用されております。それは中能登

町にも適用されている学校はございます。そ

ういう制度がございます。 

 それから、１クラスの理想とする児童数で

ございますけれども、私としては25名から30

名までが適当な児童数でないかと、１クラス

の人数でないかと考えます。 

 最後に、米百俵の精神についてどうかとい

う私への質問でございますけれども、委員の

おっしゃるとおり国づくりは人づくりから、

これには私は全く同感です。したがって、人

づくりには、つまり教育にはお金がかかりま

す。それはご承知だと思いますので、今後と

も教育関係の予算等についてご理解とご支

援、ご協力をお願いしたいと思います。 

 私の答弁を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 武田純一君 

○10番（武田純一君） 私がさきに質問の中

で、中能登町の教育特別委員会、この中で望

ましい学級の姿、これが鹿島の教育委員会の

方では話し合いはしたけれども検討はしてい

なかったという見解でございます。これは私

の12月の一般質問の答弁を見ていただけれ

ば、その中にも出ているんですけれども。 

 当時の中能登町の教育特別委員会に学級の

望ましい姿、これを本当に検討されなかった

のか、お答えを願いたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 水谷内教育長 

○教育長（水谷内祝盛君） 再質問でござい

ますけれども、私が中能登町になってから鹿

島町からの引き継ぎ事項には、検討されてい

ないというように受け取っております。 

○議長（若狭明彦君） 武田純一君 

○10番（武田純一君） もう１点、学校のこ

とに関して再々質問をさせていただきます。 

 先ほど教育特別委員会の方で問題を先送り

したのではないかと。40人学級とした場合に

鹿西の方が１年しか１クラス以上はないとい

う中で、あとは１クラスであるということに

なれば、その当時から既に予言できたことで

す、１クラスということは。それを問題の先

送りしたのではないかなというふうに私は申

し上げたと思います。 

 その点、お答えを願いたいと思います。先

送りしたのか、いかがか。 

○議長（若狭明彦君） 水谷内教育長 

○教育長（水谷内祝盛君） 問題を先送りし

たのではないかというご質問でございますけ

れども、初めに申し上げましたように、小学

校については旧３町それぞれで検討、整備す

るということになっていましたので、当時は

鹿島町としては恐らく鹿西のことまでは考え

ていなかったのではないかと私は思います。 

○議長（若狭明彦君） 武田純一君 

○10番（武田純一君） もう１点だけ申し上

げまして、事実を申し上げまして、次に移ら

せていただきます。 

 平成16年の鹿島町における12月の一般質問

の中に、鹿西という固有名詞は使ってありま

せん。だけども、生徒の数、これも言及して

おります。問題あるということは、その当時

から教育委員会の方へは12月の一般質問の中

で取り上げたということを申し上げまして、

次に移ります。 

 次に、公民館についてお尋ねをいたしま

す。 

 昨年９月定例議会において、公民館、図書

館について教育基本法、社会教育法に基づく

当町の関係条例について一般質問を行いまし
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た。その結果、本年３月定例議会において公

民館、図書館等の条例が一部改正になりまし

た。教育委員会、町当局の努力に感謝を申し

上げます。 

 さて、その改正の主な条文は、３条公民館

の分館の設置が削除されております。 

 ２番目に、「公民館には中能登町公民館館

長１名、主事その他必要な若干名を置く。館

長は非常勤とし、任期は２年。ただし、再任

を妨げない」を、「公民館には館長その他必

要な職員を置く」に改正されました。 

 前回、私が強く要望しました公民館館長の

職務権限について、当時の課長の答弁は協議

をさせていただくとのことでしたが、何ら変

わりはありません。自治公民館すらなかった

旧町、その延長線上での現状認識と言わざる

を得ません。公民館の利用許可権さえなく、

施設管理運営ができるのでしょうか。再考を

お願いしたいと思います。 

 人口２万人弱の町とはいえ、その町その町

の個性と特色ある歴史があります。それを受

け継いでいくのが公民館ではないでしょう

か。３つの公民館には、それぞれ館長が責任

を持ち、地域の方々が気楽に立ち寄ることが

できる、それが前回の答弁にある望ましい公

民館の姿だと答弁されました。望ましい公民

館は、吸い込まれる公民館という答弁でござ

いました。このことについてお答えを願いた

いと思います。 

 公民館の町有施設料について、ある文化サ

ークルの方より、団体に加入しなければ有料

になると言われました。このことについても

お答えを願いたいと思います。 

 先ほど学校再編について、昭和の大合併は

団塊の世代をいかにして学ぶ場を提供するか

であったと私見を述べました。その団塊の世

代が退職時代を迎えようとしております。こ

の方々による公民館活動が活性され、新しい

息吹芽吹くことを期待しております。取り組

み方針などがありましたらお願いをいたした

いと思います。 

 最後に、３月定例議会の一般質問に指定管

理者制度について質問を行いました。これを

受けて、６月議会で条例の改正及び委託から

デイサービスいこい等が今月９月からですが

指定管理者制度に移行されております。 

 今後の課題として、公民館等の公共施設の

管理運営について指定管理者制度等適用のお

考えがあれば、お答えを願いたいと思いま

す。 

○議長（若狭明彦君） 吉田生涯学習課長 

  〔生涯学習課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○生涯学習課長（吉田外喜夫君） ただいま

の武田議員のご質問にお答えいたします。 

 ３月議会における条例改正についてのご質

問であろうかと思います。 

 議員のおっしゃいますとおり、「公民館に

分館を設置することができる」の条文は今回

削除させていただきました。公民館の職員に

ついて、改正前は「中能登町公民館長１人、

主事その他職員、必要な職員を若干名置く」

ということでありましたが、今回「公民館に

館長その他必要な職員を置く」に改めたもの

でございます。 

 その中で、前回の議会にもご質問されまし

た公民館長の職務権限についてということで

ございますが、まず公民館長の職務権限につ

いてのご質問は、ことしの４月から職員配置

は非常勤の公民館長１名、その公民館長が３

公民館を巡回していただいております。いわ

ゆる中能登町には公民館長は１人でございま

す。主には鹿西公民館に在籍をさせていただ

いております。また、鳥屋公民館と鹿西公民

館には職員を増員配置しております。さら

に、公民館長にはカルチャーセンター飛翔、

ラピア鹿島、ふるさと創修館など生涯学習施

設にも巡回をしていただいているのが現状で

ございます。 

 大変忙しいわけでございますけれども、そ

の中で講座、教室の開催の都度、出席してい
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ただいております。また、公民館長は、中能

登町３公民館並びにカルチャーセンター飛

翔、ふるさと創修館、ラピア鹿島などで行う

講座、学級、教室等の企画立案を職員ととも

に協力して実施をする計画を立てておりま

す。 

 そのように公民館活動の運営管理を行って

いただいているとともに、施設管理について

も現場の立場から助言をいただいているのが

現状であります。また、そこに配属されてお

ります職員と公民館長が協議をし、その施設

管理あるいは貸し館等、そういうものについ

ても協議をしながら進めているのが現状であ

りますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 次に、団体加入と利用料金についてという

ことでご質問があったと思いますが、中能登

町３公民館のほか、生涯学習施設、先ほど言

いましたカルチャーセンター飛翔やふるさと

創修館、ラピア鹿島についての使用料につい

ては有料でございます。原則有料でございま

す。ただし、利用される団体には、文化協会

加盟団体あるいは体育協会加盟団体や子供

会、女性協議会など生涯学習関係団体が多く

ございます。また、それらの生涯学習団体に

ついては使用料は減免となっております。さ

らに、小中学校や保育園など住民福祉にかか

わる関係団体についても減免対象団体となっ

ております。 

 さらに、ご質問にあります文化サークルな

ど生涯学習的団体、グループ等については、

５名以上で組織をされている団体について減

免申請をしていただくということで対応をさ

せていただいております。その上で、こちら

で判断をさせていただきまして利用していた

だくというようなことを考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、団塊の世代の取り組みはどのような

ものがあるかというようなことでございま

す。特に退職をこれから迎える団塊の世代が

多く出てくる。その取り組み方法、方針はと

いうことでございますが、以前、旧町時代か

ら生涯学習のまちづくりということで、旧３

町ともども、まちの先生という登録制度がご

ざいまして、その方々にいろいろな知識等を

講座、学級等に反映させていただくというこ

とで、まちの先生という登録制度がございま

した。 

 また、ことし18年度ですけれども、新たな

取り組みといたしまして、生涯学習インスト

ラクター養成事業ということで取り組んでお

ります。現在３名の方が受講され、中能登町

ではその養成講座の受講を終えている方が５

名ほどおいでます。また、そのような方々、

これまでに培っていただいた経験や技術を生

かし、自治体や企業、各種団体が行う講座や

学級活動などにおいて指導や企画立案、助言

をいただけるような方々の育成にも協力をお

願いしたいと考えております。協力のほどを

よろしくお願いいたします。 

 さらに現在、まちの先生、これは15年ほど

前からの登録制度でございますで、その方々

の再登録の確認を現在行っているところでご

ざいます。 

 次に、公民館の指定管理者制度の導入はと

いうようなことでございますが、今のところ

公民館の指定管理者への管理代行については

考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 武田純一君 

○10番（武田純一君） 先ほどの質問の中

に、前回のときの課長の答弁、望ましい公民

館の姿、それは吸い込まれる公民館だという

ふうに当時の課長がお答えになっておりま

す。今改正されました公民館条例の方、これ

を見ましてもそのように私は理解できないの

であります。 

 それは何かといいますと、公民館館長の権

限、これが余りにも少な過ぎると。前回も申
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し上げましたように、公民館館長は教育長、

教育委員長と同格だと私は理解をしておりま

す。それが教育委員会の下だというのが現在

の町の体制であります。 

 前回も申し上げましたように、鹿島のとき

からも申し上げております。近くに徳田公民

館、高階公民館があります。いい見本が近く

にあります。 

 過日、課長とも話していたんですけれど

も、インターネットを見ますと、この辺では

小立野の方の公民館、これも気楽にお茶を飲

みに来ていただける公民館。それが望ましい

姿だというふうに館長のコメントがありまし

た。現在、中能登町の公民館、果たしてどう

でしょうか。決してげた履き、それからお茶

を飲みに行かれるような体制にはなっていな

いのが現状ではなかろうかなと。こちらの方

に婦人会なり実年会の方がたくさんいらっし

ゃいますけれども、その方々が気楽にお茶を

飲みに行かれる公民館、これが吸い込まれる

公民館であり、それからお茶を飲みに行かれ

る公民館でなかろうかなと思います。 

 これは私の方の要望ですので必要はござい

ませんが、ただ、公民館の町有施設の利用の

方についてなんですけれども、文化サークル

等が会費として年間500円を納めておりま

す。そのサークルの方へ町の文化協会の方か

ら来る助成金というんですか、それは400円

であります。これでよろしいのかどうか、答

弁をお願いしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 吉田生涯学習課長 

○生涯学習課長（吉田外喜夫君） ただいま

武田議員の再質問で、文化協会等の会費等と

いうことでございますけれども、現在、中能

登町文化協会の会員からは500円の会費を徴

収といいますか、いただいているのは事実で

ございます。ただ、会員になるということで

の会費でございますので、これは適当かなと

思っております。 

 その次に、還元といいますか、500円のう

ち400円を還元していると。実質出し入れ100

円が会費じゃないかというような疑問かなと

思われますが、中能登町文化協会の会費とい

たしましては500円が納入されております。 

 そして、400円を戻すか戻さないかという

のは各旧文化協会の運営の仕方でありまし

て、そこまでこちらとしては確認はしており

ません。中に400円そのまま現金なのか何か

で戻されている協会もありますし、それをそ

のまま各地区の旧の文化協会の事業に充てて

いるところもあるかというふうに聞いており

ますので。その点また調査しまして、適正な

のがどのあたりなのかというのは考えていき

たいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） 武田純一君 

○10番（武田純一君） ３月に公民館などの

条例が改正になっております。条例に関しま

しては、私ども議員がその審議に加わること

ができます。だけども、町長権限になります

規則の方、これは私どもがその規則に関しま

して立ち入るというか、そこに参画すること

ができません。 

 あえて私は今回、公民館の質問の中に規則

を省いております。この意を十分に理解して

いただきたいのです。 

 もう一度申し上げます。私は今回、あえて

公民館、図書館等の規則について言及をして

おりません。それをよくご理解をしていただ

きたいのです。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（若狭明彦君） ここで昼食のため午

後１時30分まで休憩いたします。 

           午後０時04分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開いたします。 

 午前中の答弁で訂正がありますので、発言

を許します。 
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 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 午前中の坂井議員の

答弁の中で、鹿島バイパス159号線を国道109

号線と申し上げました。正しくは159号線で

ありますので、訂正をさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） それでは、通告に従

いまして質問をさせていただきます。ひとつ

よろしくお願いいたします。 

 時間が60分ということでございます。60分

におさまるようにしたいと思いますが、おさ

まらない場合は次回に譲りたいと、そういう

ことでひとつよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、大変重要な件でございます。

住民税が改悪になりまして、大きな影響が中

能登町の住民に与えていると、私はそう考え

ております。 

 ことし６月に皆さん方のところへ徴収分が

増税されて来ていると思います。小泉内閣が

既に決めました税制改正による影響です。特

に高齢者100万人が新たな課税者となったこ

とであります。石川県の担当課長は、個人住

民税における影響額を日本共産党の尾西県議

に推計額として提出をしてまいりました。こ

の数字については後に述べたいと思います

が、まず初めに担当課長に答弁を求めます。

中能登町として定率減税半額廃止という中

で、また65歳以上の老齢者控除の廃止によっ

て住民税の負担額はどれだけ町民に増額とな

ってきているのか。まず第１点に答弁を求め

たいと思います。 

 次に、介護保険の件について同じく答弁を

求めたいと思います。 

 介護保険料は、申すまでもなく住民税が課

せられているかどうかが基準となっておりま

す。そのために、新たに住民税が課せられる

ことになった高齢者は介護保険料がはね上が

るわけであります。中能登町は介護保険料基

準額で1,000円の値上げを行ったところであ

ります。非課税が課税世帯になることで高い

段階になる方は中能登町に何人ほどおられる

か。 

 まず、この２点について説明を求めたいと

思います。 

○議長（若狭明彦君） 永源税務課長 

  〔税務課長（永源 勝君）登壇〕 

○税務課長（永源 勝君） 杉本議員の定率

減税の今年度から２分の１になった影響につ

いてのお答えでございますが、一応予算では

昨年度が定率減税で6,100万円の減、ことし

は3,100万円の減でございますから、定率減

税で3,000万円が増収となっております。 

 また、今の地方税法等の改正によりまして

高齢者の負担の分でありますが、昨年度の調

定額と今年度の調定額の差額を見てみますと

4,300万ほどの増となっております。定率減

税の分3,000万円を引いた約1,300万円相当額

がこれらの改正によって増となるものと予測

されます。 

○議長（若狭明彦君） 金岩福祉課長 

  〔福祉課長（金岩 進君）登壇〕 

○福祉課長（金岩 進君） 介護保険料の段

階別に上がったご質問でございますが、税制

改正によりまして本人が非課税から課税へ、

世帯が非課税世帯から課税世帯へ変わるとい

ったことによる高い段階になるからでござい

ますが、65歳以上の納入義務者5,390人のう

ち963人でございます。その内訳でございま

すが、３段階から４段階へ移行した方は124

人、２段階から５段階へ移行２人、３段階か

ら５段階へ移行された方が309人、４段階か

ら５段階へ移行された方が491人の合計963人

となっております。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） ただいま担当課長２

人から説明を受けました。やはりこの税制改
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正によりまして住民の負担がふえてきている

のは間違いないのであります。 

 私は、先ほど申しましたように石川県の方

が推計ではかりました、計算いたしました数

字、日本共産党の尾西県議のところへ提出さ

れた数字でございます。ファクスでいただい

たわけでございますが、中能登町は定率額の

廃止によりまして8,076人の方々が対象者と

なり、県の方は6,147万1,000円が市町村民税

の増収になるという、そういう数字をはじい

ているわけであります。 

 私は、そういう点を考えまして、ぜひとも

この点につきまして町長にお願いをいたした

いのであります。 

 それからもう一つ、住民税の仕組みが変わ

ったことであります。これは税務課長も承知

であろうかと考えておりますが、平成17年度

から税率の改正が行われました。簡素化され

たということで税率を一律にいたしました。

このことによりまして課税実務は簡略化され

ますが、以前は200万円以下の方は市町村住

民税が３％であった。それに県民税が２％上

乗せになって５％。200万円から700万円以下

が８％で県民税が２％で10％。700万円以上

は住民税が10％で県民税は３％。そういうラ

ンクづけになっていたと思うんです。それが

平成17年度改正になりました。一律６％にな

ったわけであります。住民税が６％になっ

た。県民税が４％になって10％ということに

なったわけであります。 

 そうしますと言いたいのは、200万円以下

の方々が今まで３％の住民税であったのが

６％になったということであります。700万

円以上は市町村住民税が今まで10％納めなく

てはいけないのが６％になったということで

あります。これに県民税が４％プラスになる

わけでありますが、私はこれを見まして、所

得の低い方々が今までから見れば倍の住民税

を納めなくてはいけない。700万円を超えた

方々は今まで10％の住民税であった者が６％

になったわけですから４％減額になったわけ

でございます。 

 中能登町の行政の職員の中で700万円を超

える職員の方というのは、私は数が少ないと

思うんです。農家にとりましても、今働いて

おられる方々にとりましても200万円以下の

方が大勢おられると思うんです。そういう

方々が税法改正によりまして簡素化という名

前で倍の町民税を納めることになるというこ

とが、私はこれこそ格差の拡大でないかと思

うんです。こういう新たな低所得者の方々か

ら住民税を取るという、そういうことにつき

ましては私は反対をいたします。 

 特にこういう点について町長に、それらを

含めて、これは国の方で決めたわけでありま

すから、町としていたし方ないということに

なるかもしれませんが、以下何点かにわたり

まして、それらを解消するにおきましてひと

つ要望をしていきたいと考えております。 

 まず初めに、介護保険であります。 

 担当課に聞きましたが、介護保険１、今ま

で１であったのが要支援１と２に分類されま

した。そのうち介護１から要支援の２になっ

た方は何人おられるのか。これは担当課の方

でようございますが、人数等をひとつ報告願

いたいと思います。 

 なぜなら、介護１以下の人は原則として９

月から車いすや介護ベッドなどが借りられな

くなるそうであります。中能登町で現在借り

ておられる方、対象者もおられるかと思いま

すが、そういう点について町としてどう考え

ていくのか。貸しベッドを借りておられる

方、10月からこれは購入するか何かしていた

だきたい。安いのがあるからということを言

われたそうでありますし、電動車につきまし

ても今後この電動車は使用できないという、

そういうことも言われた方もおられると私聞

いております。これらをこれから町はどう考

えていくのか、この点について町長から答弁

を求めたいと思います。 
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 次に、介護保険の改正によりまして地域包

括支援センターができ上がりました。運営は

自治体の中能登町が責任を持ってやっている

のであります。地域の高齢者のあらゆる相談

にもこたえる拠点となるのが地域包括支援セ

ンターであります。私は、現在、中能登町の

同センターがどう運営されているのか、これ

の実態を報告願いたいのであります。 

 私も知らなかったことでありますが、先般

ＮＨＫテレビで30分にわたりまして介護保険

の問題点として放送されておりました。その

中でこういうことが言われているんですね。

要介護の相談を受けるケアマネジャーは、要

支援の方々から見れば、相談を受けていろん

なことをどうすればいいか計画するケアマネ

ジャーの計算、手取が、例えば要介護の４、

５であれば3,000円のものが要支援であれば

安いそうでございますね。同じ相談を受けま

しても。そういうことがテレビの中に出てお

りました。だから、そういう中で要支援の介

護マネジャーというのはこれらの相談に乗り

たくないという、そういう形態が起きつつあ

るということをテレビで言っていたのであり

ます。私は、中能登町はどうされているの

か、その実態等について報告願いたいと思い

ます。 

 次に、町長に答弁をお願いいたします。 

 来年度予算の中でぜひとも実現をしていた

だきたいことを要望いたしたいと思います。

それは老人等介護慰労金支給制度でありま

す。 

 中能登町は、石川県内におきましても福祉

により充実した町として知られております。

そのうちの一つが先ほど申しました老人等介

護慰労金の支給制度であります。現在7,000

円を支給いたしておりますが、ぜひとも１万

円に増額できないか。私はそれをお願いした

いのであります。 

 川北町は５万円の支給を行っております。

私は、川北町まで行かなくてもようございま

すが、3,000円上げて１万円にできないもの

かどうか。些細な金額でございます。ひとつ

要介護４と５、寝たきりの方々以上、痴呆者

の家族の方々に現在7,000円を支給している

わけでありますが、これをひとつぜひとも１

万円にできないものかどうか。 

 私、川北町へ電話で聞きました。川北町は

５万円、町が独自に補助金を出しましても、

施設へ入っている方から見れば町の負担はや

はり安いそうでございます。私はそういう面

におきまして、地域の中に家族が家族を介護

しておられる、見守っておられる、そういう

方々は何人かおられます。そういう方々にひ

とつ少しでも金額的に報いてあげていただき

たい。 

 この点について町長からの答弁を求めたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 杉本議員の質問にお

答えをいたしたいと思います。 

 貸しベッドの件等につきましては、実態を

もう少し調べまして、そしてどうすればよく

できるかということで対応したいと思いま

す。 

 それから介護慰労金の増額をということで

ありますけれども、確かに施設に入所してい

れば町はお金がかかるわけであります。その

差額はどれぐらいになっているのか。これら

についてももう少し調べまして、いろいろ検

討いたしまして、また県内の状況等も検討し

て前向きに考えていきたいと、そう思ってお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） ぜひとも実現をお願

いいたしたいと思います。 

 先般、新聞等に出ておりました。中能登町

の公債費比率でございます。能美市が一番公

債比率が小さいんですね。新聞に出ておりま
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した。能美市が9.3％、中能登町は10.6％、

隣の七尾市は20.3％なんです。大変喜ばしい

ことであります。 

 これらの公債比率が小さいということは、

これは今までの職員の方々、行政に携わって

こられた方々の努力の私は結果だと思うんで

す。こういう点をひとつ考えられまして、ぜ

ひともこれらの中に先ほど申しました福祉の

充実を図っていただきたい。 

 このことが先般、選挙人名簿登録者数とし

て９月１日現在で新聞発表になりました。能

登では中能登町だけが。津幡町は口能登とい

いますか、金沢に近いですね。津幡と中能登

町だけが人口がふえているんです。中能登町

は25人ふえております。喜ばしいことであり

ます。 

 これらにつきましても、やはり福祉の輝く

中能登町という、そういう宣伝がやはり能登

の中で私は、町長もそういうことで宣伝をし

ておられると思いますが、議員の私もそうい

う宣伝をしているんです。そういう中で、や

はり人口もふえれば、公債比率も皆さん方の

努力の中で小さくおさまっている。私はそう

いう結果を生んでいるのだと思うんです。 

 そういう中で、ぜひとも先ほど申しました

お年寄りの方々、そういう方々に対するぜひ

とも要望を実現していただきたいと、そう思

うわけであります。 

 それでは、次、質問を教育長にお願いをい

たしたいと思います。 

 昨今の新聞報道によりますと、少年が主犯

の刑事事件のうち、残念なことに少年の実の

父母が被害者となった殺人、殺人未遂事件は

17件起きているそうであります。前年に比べ

まして倍増だということであります。犯罪白

書によると、少年の刑法検挙比率は減少傾向

にありますが、その中で先ほど申しました想

像もつかない親を殺す、このことが増加して

いる。事件の続発は親の間に衝撃を広げてお

ります。 

 私が育った時期、また私が子供を育てた時

期、そういうときにはこういう事件は起きて

おりませんでした。なぜにこういうことが起

きてきているのか。親子の接点がどうなって

いるのか。以前と比べまして大変大きな違い

が起きているのではないか、私はそのように

思うわけであります。 

 同じ年代の子供たちがどう見ているのか、

マスコミは常に報じておりますが、そのマス

コミの報道の中に、子供さんは次のように言

っているそうでございます。自分自身は考え

たことはないが、親を殺すというその子の気

持ちはわかるという、そういう言葉でござい

ます。 

 やりたくない勉強を押しつけられ、そして

家出をする。勉強することが勝ち組、負け組

とかというそういう決めつけ。親の決めつけ

で、それにその子供はやはり同世代の子供と

してその気持ちがわかるということを言って

いるんです。私立高校の１年生の子供であり

ますが。 

 私は、今、地域の社会の中に成果主義、賃

金というか職場に浸透して、勝ち組、負け組

と二極化する中で、親は自分の子供を負け組

にしたくないという考えを持つ父親が激増し

ているのではないか。そのようにも考えるわ

けであります。 

 小泉構造改革は教育版で、学校選択が自由

になり、学校を選ぶのも家庭の自己責任。あ

の方は何でも自己責任ということを言ってお

ります。私は、こういうこと一つとりまして

も、やはりこれらが背景にあるのではないか

と思うわけであります。 

 教育長にぜひともご所見を伺いたいと思い

ますが、子供全員の成長に責任を持っている

のが私は教育ではないかと考えております。

教育の中に勝ち組、負け組をつくったら、私

はいけないと思うんです。今の教育の現状は

どうあるべきか、水谷内教育長の見解を求め

たいのであります。 
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○議長（若狭明彦君） 水谷内教育長 

  〔教育長（水谷内祝盛君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 杉本議員のご質問に

お答えしたいと思います。 

 少年が主犯の刑事事件がふえているが、そ

の原因はどこにあるのか、自分の考えを述べ

よということでございますけれども、非行の

低年齢化が社会問題となってきて、その対応

が関係機関で論議されているところでござい

ます。先ほど議員がおっしゃったように、少

年の事件のみならず親が子をあやめる、反対

に子が親を殺すといった事件など、常識では

到底考えられない事件が全国に発生しており

ます。 

 この原因はどこにあるのかというご質問で

ございますが、大変難しい問題でございま

す。先ほど議員がおっしゃったように、子供

の教育は、子供の育ては教育、そのとおりだ

と思います。この子供の教育は、以前からお

話がされていますように家庭と学校と地域、

この三者が一体となって行わなければならな

い、そのとおりでございます。ただ、私はこ

の三者の中で最も大事なかなめは、私は家庭

だと思います。特に家庭の中のご両親、そし

て兄弟が健康で、子供たちが安心して寄れ

る、そういう家庭。ここが一番のかなめにな

るのではないかと、私はそういうふうに考え

てなりません。 

 長い間教員をさせていただきました。事あ

るごとにその家庭を見ますと、必ずその家庭

に何か原因がございます。家庭がしっかりし

なければ学校が、地域がどうにもならない、

そういうことを私は今つくづくと考えており

ますので、ご返答になるかならないかわかり

ませんが、一応答えさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 今教育長から答弁を

いただきました。家庭が教育の鏡でなくては

いけないという、そういう論調については、

私もそれなりに以前からよく言われておりま

すから、それはそれで否定はいたしません

が、だが家庭の親も社会人の一員でございま

す。社会を無視して家庭が成り立たない、そ

のことも事実であります。 

 以前は親と子供の接点というのはよくあり

ました。今、そういう接点が本当に少なくな

っている。特に私は、労働を通じての子供と

の接点というものは少なくなっていると、私

はそう思うんです。 

 半年に一回か３カ月に一回、子供と団らん

ということで自動車に乗ってどこか旅行に行

ってくる。それが子供と親子の接点なんで

す。それで接点ができている。それでは私は

本当の接点にならないのではないかと思いま

す。親と子供が額に汗を流して同じ労働をす

る、そういう中で親の気持ち、子供の気持ち

がお互いに通じ合う。そういうことがやはり

私は常日ごろ大事でなかろうかと、そう思っ

ております。 

 私は小さいときからそういう家庭に育ちま

したし、また子供にもそういう中で接してき

たわけであります。今そういうものが崩れ去

っているのではないか。それは社会の変革が

それをできないことになっているのではない

か。私はそう思うんです。 

 低金利の時代に100万円預けても利息が100

円となっております。100円の利息をもらっ

てだれも喜ぶ者はいないんです。その反面、

国の指標ともなるべき日銀の総裁が1,000万

円預けて1,000万円近い利息を生み出してい

る。そして責任もとらずして今でも日銀の総

裁をやっている。そういう社会のゆがみが今

の子供の親の中にもやはり何じゃいやとい

う、そういうものがやはりどうしても生まれ

がちだと思うんです。 

 だからそういう面につきまして、やはり社

会のゆがみ、特に勝ち組、負け組が生まれる

のは当然だという、そういう政治姿勢を直し

ていくということが私は大事だと思うんで
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す。 

 ひとつそういう点について教育の中におき

ましても、勝ち組だけをつくるそういう教育

でなく、人に優しいそういう教育をつくって

いく、そういう教育を進めていっていただき

たい。教育長にお願いをいたしたいと思いま

す。 

 それでは、時間の関係上、次に移らせてい

ただきます。 

 今大きく報道されております酒帯び運転に

よる事故についてでございます。 

 人間というのは、酒を飲んでおりまして

も、おれは酒はきついんやさかい酔うていな

いわいやということで、運転をして過ちを起

こす。中能登町、現在まで飲酒運転で検挙は

ないということでありますが、大変喜ばしい

ことであります。だが、検挙がなかったとい

うことで飲酒運転が全然なかったということ

とは別でないかと私は考えるんです。 

 この通告を出した後に、新聞で「飲酒運転

を一掃する 中能登町職員300人が宣言」と

いうことで苗山参事が宣言文を読み上げてい

るのが写真に写っておりました。大変立派な

ことであります。この記事がもう少し早く出

ていれば、こういう質問をする必要はなかっ

たんですが。 

 私は町長に聞きますが、今後、飲酒、酒帯

び運転になって検挙された場合、対処方針は

どう臨んでいかれるのか。それらについてど

う考えておられるのか。世間の目は大変厳し

いものになっておりますが、町長の見解を求

めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 中能登町の交通事故

職員懲戒処分規程というものがあります。訓

令の第９号にて合併と同時に制定されており

ます。それに基づいて注意、訓告、戒告、減

給１カ月から６カ月、停職１カ月から６カ

月、免職の懲戒処分が規定されており、特に

酒気帯び運転の場合は最低でも減給３カ月以

上となっています。それに従うことと現在は

なっております。 

 また、福岡県での事故発生を契機として、

私の方からも各庁舎での朝礼において職員に

注意を促し、さらに９月４日の課長会議の席

上、七尾警察署長から職員に対し抑止対策に

ついての話があり、９月11には職員を代表い

たしまして苗山参事が七尾警察署長並びに町

長の私を前にして飲酒運転追放の宣言をし、

町民一人一人にも飲酒運転追放の啓発を進め

ていく決意を表明したところであります。 

 また、この処分規程につきましても十分な

る精査を行うとともに、もう少し隣に乗って

いた人がどうとか、あるいはまた飲ませた人

がどうとか、そういうことにつきましても十

分精査をして、また県内各地の各自治体も調

査をして、もう少し重くなるようにしていき

たいなと、そう思っております。 

 きょう朝礼がありまして、鹿島庁舎の職員

のスピーチの中で、各町ごとにそういう重い

軽いのそういう懲罰規程があるのはおかしい

のではないかと。石川県じゅう、日本じゅう

一緒にしなければならないのでないかという

ようなスピーチもありました。そういう考え

もあるのかなと、そう思っているわけであり

ますけれども、それらにつきましても大変車

は凶器であります。それを酒を飲んで運転す

るということは、まさに人間は凶器を持って

人に相対するというようなことでありますの

で、これからも厳重に、もしそういうことが

あれば厳重に注意をしていきたいと思いま

す。 

 また、中能登町の職員の中には飲酒運転す

る者はいないと信じてもいるところでありま

す。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） ただいま町長から答

弁をいただきました。このことは職員だけの

問題でないわけでありまして、議員の我々も
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そのことにつきまして自戒をしなくてはいけ

ないと考えております。 

 さて、次に移らせていただきます 

 コミュニティバスの運行についてでありま

す。 

 合併以来、今日まで運行しているコミュニ

ティバスの運行は、大変町民から不評であり

ます。合併の中で総合的に整理をしてこなか

った、そのことも原因の一つではないかと考

えておりますが、だが町民から見れば、せっ

かく運営しているバスが人が乗っていない。

何じゃいや、あのバスは風を運んでいるの

か。そういう陰口をしている反面、地域によ

ってはいっぱいになるバスもあるということ

であります。町としては、住民の声を実際の

運行をどうするのか、これを考えていく必要

があろうかと考えております。大変難しい問

題点でありますが、解決しないわけにはいき

ません。 

 今回、中能登町では金沢大学と共同いたし

まして調査を行っておりますが、その結果を

受けて、町としてこのコミュニティバスの運

行をどう行っていくのか。また、具体的にい

つからそういう面について考えて実行するの

か、考えているのか。それを伺いたいと思い

ます。 

 町長からの答弁を求めたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） コミュニティバスに

ついての質問にお答えをいたします。 

 コミュニティバスの運行方法の改善につき

ましては、担当課の考えだけではなく、専門

的な観点から助言を得て実施したいと考えて

いるところであります。 

 今回、金沢大学がアンケート調査を行って

いますのは、県の地域課題研究ゼミナール支

援事業の採択を受けて、金沢大学大学院教授

の高山純一交通計画研究室が実施しているも

のであります。 

 このアンケート調査では、町内を９地域に

分けて無作為に抽出して3,000世帯、6,000部

の調査票を配布したものです。内容は、１週

間の行動状況とコミュニティバスに対するお

考えを聞かせていただくものとなっておりま

す。対象者としては、バス利用者とバスを利

用されない方、またはお年寄りの方と若い方

となっています。 

 ９月中に調査票を回収し、これをもとに大

学の考えをまとめ、12月中にその成果をいた

だくことになっておりますので、それをいた

だいた後、早急に担当課、関係者と協議をし

て、一日も早く利便性のあるコミュニティバ

スにしていきたいと、そう思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） 答弁をいただきまし

た。 

 お願いしたいのは、冬前にスムーズに運行

できる、そういうバス運行を考えていただき

たい。お年寄りは冬はどうしても大変でござ

います。ぜひともそのことをお願いいたしま

して、住民にＰＲをして、便利のいいバスを

考えました、ぜひとも利用していただきたい

という、そういう宣伝をしていただきたい

と、そう思うわけであります。 

 それでは、あと16分あります。次に移らせ

ていただきます。 

 中能登町の工事入札の方法及び決定はどの

ような方法で行っているのかということであ

ります。 

 なぜにこういうことを聞くかといいます

と、今大きく新聞に騒がれておりますし、新

聞もテレビ等も報道いたしております。 

 国土交通省は、鋼鉄製橋梁の工事をめぐる

談合事件で、談合に加わった30数社に対しま

して被害額として損害の一部として計40数億

円。日本道路公団も同じく、これら企業に数

十億円の違約金を請求するということを決め

ております。最終的には請求額が約40社に対

しまして100億円の規模となるようでありま
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す。 

 こういう金額が出てきたのは、談合により

まして100億円を超える、そういううまみの

ある、そういう談合事件が事実上行われてい

たということでなかろうかと考えておりま

す。 

 石川県内自治体におきましても、オンブズ

マンによる談合告発事件が津幡町、志賀町に

もありました。現在、志賀町は建設工事等入

札改善改革検討委員会で集約を行い、９月１

日以降の工事請負業者選考委員会から適用す

ることを決めております。 

 議会といたしまして、中能登町議会であり

ますが、平成17年12月19日に条例第17号で中

能登町議会議員政治倫理条例を可決いたして

おります。条例は政治倫理ということであり

ます。常に良心に従い、誠実かつ公正にその

職務を行うべきことを目的にいたしておりま

す。この条例は、議会議員だけにとどまらず

行政全般に求められるものだと私は考えてお

ります。 

 今の政治に一番欠けているのは政治の倫理

だと思うんです。これが欠けているんです。

特に日本のトップに立っている政治家には倫

理というものは全然かけら一つありません。 

 私はこれらを考えますと、町長に見解を求

めたいのは、現在の中能登町の入札方式は万

全と言われるのかどうか。この制度になって

いるのかどうか。昔からことわざに転ばぬ先

のつえというものがあります。そのことわざ

がむだにならないように、これからも町長に

明確な行政運営を行っていただきたい。こう

いうことを求める中で、町長の見解をぜひと

も求めたいのであります。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（若狭明彦君） 小山助役 

  〔助役（小山茂則君）登壇〕 

○助役（小山茂則君） お答えをいたしま

す。 

 現在の工事入札方法は万全かというご質問

であったかと思います。 

 今現在、うちの町においては万全にその事

務をつかさどっております。現在の入札方法

でございますが、中能登町財務規則に基づく

指名競争入札を実施しておりまして、業者の

選定におきましては中能登町建設工事指名競

争入札参加者等選定要綱に基づき、また当該

工事の工事内容及び経審点数等によりまして

入札参加業者を選定いたしております。 

 業者の内容については、そういうことで選

定をいたしておりまして、これは参考でござ

いますが、また予定価格の方も事前公表をし

ているのが実態でございます。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 杉本平治君 

○20番（杉本平治君） ただいま町長のかわ

りに助役が責任者ということで答弁をいただ

きました。それはそれとして受けとめていき

たいと思いますが。 

 私は以前、鹿西町の議員のときに常に町長

に、指名競争入札ではいけないのではない

か、一定の金額以上は一般競争入札で行うべ

きではないか、そういうことをよく言ってお

りました。私はそういう点について、これか

らもどちらがいいかは私は議員の一人として

具体的に発言を今のところできませんが、私

はそういう点について一般競争入札も取り入

れるべきではないか。私はそのように思うわ

けであります。 

 志賀町は、入札の方法について次のように

決めております。工事価格２億円以上の工事

は制限つき一般競争入札にする。１億円以上

２億円未満の工事は公募型指名競争入札にす

る。１億円未満の工事は意向確認型指名競争

入札で行う。こういうことを決めて９月１日

から実行しているそうであります。 

 今、全国的に大型工事はやはり一般競争入

札が私は主流でないかと思うんです。これか

ら中能登町におきましてもいろんな工事が出

てくるかと、そう思います。先ほどから学校
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の問題等も話がされましたが、私はやはり高

額なものについては指名競争入札でなしに一

般競争入札をすべきではないか。そのことが

やはり大事ではないかと、そう思っておりま

す。 

 また、今、予定価格の公表について助役の

方から答弁をいただきましたが、志賀町は設

計価格、すなわち工事価格を事前に公表する

ことを決めたそうであります。私は、この設

計価格と予定価格のあいつきというものがよ

く論議をされます。以前、あの町は予定価格

が辛過ぎて業者泣かせだという、そういう声

も聞きました。 

 今、志賀町が予定価格でなしに設計価格を

事前に公表するという、そういうことを決め

て実行しようとしております。この設計価格

の公表は、加賀の方にも加賀市であったか小

松市であったか、やっていると聞いておりま

す。 

 私は、高額なものについてはやはりきちん

としたものをしていくべきではないか。そし

て、やはり少しでも入札価格、談合を防ぐ、

そういう中で適正な価格で工事をしてもら

う。そういうことを町として進めていく、そ

のことが大事ではなかろうかと考えておりま

す。 

 これから町のいろんな工事が意外にも出費

が大変かさんでくると思いますが、だが幸い

のことに、石川県内におきましても公債比率

は能美市に次いで中能登町は優良の２番目で

ございます。これらを堅持されながら、ひと

つこれからも町民のために行政が先頭に立っ

て頑張っていっていただくことを、特に福祉

の面につきましても積極的に取り入れて、人

口がふえるように。今25人がプラスでござい

ますので、せめてその下にゼロがつくよう

に、ひとつ積極的に町が発展するように、ひ

とつよろしく頑張っていただくことをお願い

いたしまして、質問を終わる次第でありま

す。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） 以上で本日の一般質

問を終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） 本日の日程は終了い

たしました。 

 明日20日午前10時から本会議を開き、一般

質問を続行いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後２時27分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 議員定数の半数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（若狭明彦君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 ９月11日、本定例会の会議録署名議員とし

て５番 平岡志朗君を指名いたしましたが、

定期健診のため欠席でありますので、本日の

会議録署名議員として９番 古玉栄治君を指

名いたします。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（若狭明彦君） 日程第２ 一般質問 

 これより一般質問２日目を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の発言は１時間ですので、

守っていただくようお願いいたします。執行

部におかれましても、的確な答弁をお願いい

たします。 

 それでは、通告順に質問を許します。 

 14番 岩井礼二君 

  〔14番（岩井礼二君）登壇〕 

○14番（岩井礼二君） おはようございま

す。 

 きょうは、いみじくも自民党の総裁選が行

われる日でございます。総裁、そしてまた総

理大臣となる人であろうと思いますが、この

日本丸が船出をする、いい船出になる、そう

いった日になってくれればいいなという念願

を、思いをいたしまして、一般質問をさせて

いただきます。 

 中能登町の福祉対策について。１つ目に、

フリーターと言われる働く意思のある無職の

若者について、そして２つ目には、ニートと

言われる学生でもなし、職にもつかない若者

についてということでございます。 

 説明を求める者として福祉課長とあります

けれども、これには関連がある課長が出てい

ただいて一向にこだわりませんので、その辺

よろしくお願いをいたします。 

 フリーターの定義はということで私なりに

調べてみました。15歳から34歳の若年の者の

うち、パート、アルバイト、派遣業を含む、

及び働く意思のある無職の人ということにな

っております。その中には学生と主婦を除く

ということになっておりますが、無職の人と

いうことですので、定職についていないとい

うことになります。 

 現在、日本では平成４年には200万人、そ

して９年後の13年には400万に達している

と。現在は18年ですので470万ぐらいのフリ

ーターがいると言われております。若年人口

におけるフリーターの比率をあらわすと、平

成13年度では20％を超えており、若年人口の

５人に１人がフリーターという時代を迎えて

いることがわかります。この10年間で大変に

著しい伸びがあったということがわかると思

います。 

 ８月23日の北國新聞の夕刊ですが、大きな

記事で「25歳以上の就職クラブ、脱フリータ

ー支援」という大きな見出しで、厚生労働省

は、ハローワークなどで10人程度のフリータ

ーたちが交流を深めたり一緒に職場体験に取

り組んだりする職場クラブを設ける方針を23

日までに決めた。同じ境遇にいる若者同士が

クラブ活動のように連帯感を持って就職を目

指す形をとる。そして、「長年フリーター対

策を強化。来年度予算の概算要求に26億円を

盛り込む」となっております。学校を卒業し

た際に多くの会社から就職を断わられ、仕事

探しに積極的になれないケースもあり、通常

の相談体制から一歩踏み込んだきめ細かい支
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援が必要ということで、こういう支援制度を

設定するということになっております。現在

の中能登町の状況はどうなのか、お答えを願

いたいと思います。 

 次に、ニートと言われる若者でございま

す。学生でもない、職にもついていない、そ

のニートの数は現在で87万人に達している。

これは15歳から34歳人口の2.7％に相当する

規模で、政府もこのニート対策事業として彼

らに対する職業訓練や就職支援サービスに予

算を組み始めた。ただし、その支援策が彼ら

のなぜ働かないかという本質を突いているの

か疑問であるというふうにも指摘をされてお

ります。 

 ニート本人の事情はいろいろとかあろうか

と思いますが、心の悩み、体の悩み。 

 けさもテレビの事件でありましたが、男性

が女性を携帯電話、メールで一回も顔を合わ

さないで200万円を詐偽をして逮捕された。

それは、携帯電話ですてきな男の写真を女性

に送ってメールでやりとりをして、そして自

分の事業の一端のお金を貸してくれというこ

とで詐偽をした。 

 その人の祖母がインタビューに応じている

んですが、前は友達もいたんですけれども、

その後、就職につこうと思って努力するけれ

ども、その男性は体重が大きいんですね。

120キロほどあるらしいんです。料理が好き

でそっちへ行こうと思うけれども、狭い調理

場に120キロもある体重がいると仕事になら

ないということで、なかなか採用されない。

それからもう一つ会社を受けて決まりそうだ

ったんですが、制服が合わないというんで

す。特別注文でつくっても、その制服があい

たらだれも着る者がいないので、そういう理

由で就職もできなかった。そういったいろん

な、はたからはわからないような悩みがある

ようでございます。 

 そして家に閉じこもっていると、時にはい

らいらして、うちの中に八つ当たりをする。

私の知っている知人の家では、母一人子一人

なんですが、外まで聞こえるような大声で親

をわめつけておる。いらいらする八つ当たり

なんですかね。親は黙って耐えている。そう

いうことがやはり極端になってくると、マス

コミに流される殺傷事件とか傷害事件とか、

大変そんな暗いニュースが起きる原因になる

かと思います。 

 その母親も現在は75歳ぐらいだと思います

が、これが10年たつとその母親もどうなって

いるかわからない。したがって、今は親の年

金でその日暮らしをしているんですが、それ

が年金もなくなると大変また悲惨な事件にな

るのではないかと思います。 

 そういった家庭がふえつつあるということ

を聞きますので、この現状を中能登町も当て

はめていただいて、どういう対応をしようと

されるか、危惧をされるか、その辺をお聞か

せを願いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） 坂井商工観光課長 

  〔商工観光課長（坂井信男君）登壇〕 

○商工観光課長（坂井信男君） 岩井議員の

質問にお答えをさせていただきます。 

 私の方からは、若者の雇用の場の確保とい

う観点から、要旨の１番につきましてお答え

をさせていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、フリーターやニート

の増加は大きな社会問題であり、学校教育に

おいて働くことの意義を理解させ、勤労観、

職業観の育成を積極的に取り組む必要がある

と認識をしております。家庭において親子の

間でどういう関係が築かれてきたのかとい

う、こんなことでもあるものだろうと思って

おります。 

 そういったことで、現在、石川県では石川

県若者しごと情報館、ジョブカフェ石川を設

置いたしまして、若者のための就職支援サー

ビスを行っております。県内では、金沢セン

ターを初めといたしまして加賀、能登サテラ
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イトが設置されております。 

 能登サテライトは、七尾市のミナ．クル３

階に設置をされまして、それぞれ個別相談や

企業見学セミナー、各種セミナー、講座等が

開かれております。 

 能登サテライトの利用状況ですが、８月末

の登録会員は宝達志水町以北の能登地区で

1,021人、うち中能登町の会員登録が143人で

あると伺っております。１日の平均利用者数

は約20名で、うち個別相談を受ける若者は５

人から６人となっている状況でございます。

開設から２年経過いたしておりますが、これ

までに約220名の会員登録者の就職が内定し

ていると聞いております。 

 また、金沢センター内には石川地域若者サ

ポートステーションが併設されまして、若者

が自立できるよう地域で応援する事業として

専門家、産業カウンセラー、臨床心理士、心

理士等になりますが、相談に乗り支援をして

おります。 

 一方、国立能登青少年交流の家では、青少

年と保護者を対象としたニート講演会、青年

のステップアップ支援事業が行われておりま

す。これらの事業の周知を初めといたしまし

て、関係各機関と連携をしながら、今後も若

年者の就業支援と雇用促進に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 金岩福祉課長 

  〔福祉課長（金岩 進君）登壇〕 

○福祉課長（金岩 進君） 私の福祉課の方

では、外出しない若者の現状についてお答え

いたします。 

 自宅に閉じこもり外へ出ようとしない若者

の現状でございますが、民生委員さんには担

当地区で職についていない若者は把握してお

られますが、今、仕事をしているのか、また

は仕事につきたくなく閉じこもっている若者

なのか、判断が大変難しいところでございま

す。 

 現在のところ、福祉課では高齢者の閉じこ

もりは把握していますが、若者の閉じこもり

の現状は把握しておりません。しかし一部の

民生委員さんにおかれましては、お互いに情

報交換いたしまして、また把握しておられま

す。また、私たちも見て、あの子はニートら

しき若者ではないかという若者も見受けられ

ます。 

 今後も確かにふえると思われます。先ほど

議員さん言われたフリーターの場合は倍率が

すごく上がっていますが、ニートに関しまし

てはそれほどの伸びはないと思っておりま

す。 

 町といたしまして、私たちもあの若者はニ

ートでないかと見ているだけでなく、何か対

策をとることが必要ではないかと思っており

ます。 

 問題を解決する手がかりでございますが、

多くの人の手をかりることだと思います。ニ

ート本人や家族だけで何とかしようとせず、

経験や実績のある専門家や組織に相談するこ

とが必要ではないかと思います。 

 今後は、民生委員、保健師が連携をとりま

して閉じこもりの若者を把握し、また専門家

の派遣及び専門家による相談日の設置等を検

討していかなければならないかと思っており

ます。 

 次に、先ほど議員の周辺で親の年金で生活

している若者でございますが、当町において

も見受けられます。そういう若者につきまし

ては、保健師が出向きまして相談したり話し

合いをしています。 

 ただ一つ心配なのは、その親が亡くなられ

た場合です。その子がどうして生活していく

のか。実際ありました例では、親が亡くなら

れたらもう生活できなくなり、生保になりま

した。そして、前からも大した食事もしてい

ないものですから、その後、病院に入ってお

ります。 

 確かに私たちのそういう対応をすることに
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より、１人でも２人でも社会復帰ができれば

本人の人生を変えることになり、大変意義あ

ることだと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 岩井礼二君 

○14番（岩井礼二君） ジョブカフェ石川で

すか、ミナ．クルに支所があるということ

で、そこへ中能登町から143名が利用した実

績がある。１日平均五、六人ぐらいの利用が

あるということで、大変迷う人にとっては助

かる施設で、いいことだなと思います。ぜひ

知らない方もたくさんいるかと思います。そ

ういうことを知らしめて、少しでも安心させ

るよう尽力のほどをお願いしたいと思いま

す。 

 先ほど母親がいなくなったらという心配の

話もいたしましたが、こういった方は基本的

な保険も掛ける人が少ないと聞きます。社会

保険、健康保険、掛けていないということは

やっぱり医療費が100％負担ということにな

ると行きたくても行けない。また一定年齢に

なっても国民年金はもらえないような状態に

なります。まことに同じ若者に育ちながら、

家庭において笑い声も聞けないし、冗談も言

えない、まことに不幸なことでございます。 

 昔の偉人によると、人間の家庭は、穏やか

さ、素直さ、恭しさ、つましさ、謙遜の五徳

が必要であると言われております。そういう

五徳を大切にする人間、また家庭が大切なこ

とではなかろうかと思います。 

 一人でも多く社会復帰できれば、そういう

人に理解をいただけるものなら、そういった

支援サービスに参加していただいて、実際の

生の体験談を聞かせてもらうことによって、

より多くの若者が助かることになるかと思い

ます。 

 また、当町では総務課に警察ＯＢの永原さ

んですか、そういう方もいらっしゃいます。

そういう方と地域の交番ですね。そういうと

ころとの連係プレーをとって、やはり大事に

なる前にそういう家へ出向いて、どうしとっ

てやね、元気にやっとってかいねという、そ

ういう声かけも手だての一つでなろうかな

と、そう思います。 

 また、就職がないということで悩んでいる

ものですから、就職先の確保が大変重要でご

ざいます。企業誘致や商業誘致、大変大切な

ことであると思います。そのために私どもも

また協力できることがあれば努力は決してや

ぶさかではないですが、あればの話ですけれ

ども、このことについてはやっぱり杉本町長

初め執行部がしっかりと頑張っていただきた

いと、そう思います。 

 そして、若者が１人でも２人でも助かっ

て、安定すれば結婚もする、結婚すれば子供

も生まれる。そういうことが、きのうの質問

にもありましたけれども、この奥能登と言わ

れる能登の方へ来て唯一人口が増加している

中能登町をキープしてもらうように精いっぱ

い努力をしていただきますようお願いをいた

しまして、私の一般質問を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） ４番 宮下為幸君 

  〔４番（宮下為幸君）登壇〕 

○４番（宮下為幸君） それでは、９月の定

例議会に向けまして２つの質問をしたいと思

います。 

 まず１点目、金丸小学校の運動場の跡地利

用についてをお伺いしたいと思います。 

 旧金丸小学校は、能登部小学校と統合しま

して今月で１年５カ月がたちました。学校の

跡地には、平成17年度住みやすい中山間地域

づくり事業、高齢者等活動・生活支援促進機

械施設金丸交流館の立派な集会場ができてい

ます。旧金丸小学校の運動場は、現在活用さ

れていない状況であります。町の職員の方々

が年に何回か草刈りをしていると聞いており

ます。 

 旧金丸小学校は130年の歴史があり、地域

の方々の思いも人並みならぬものがあると思
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います。８月４日の日に金丸地区で町長と語

る会が開かれたと聞いております。幾つかの

地区でも運動場の跡地利用について話し合い

が行われたと思いますが、町長が知っている

範囲内で教えていただきたいなと思います。 

 それと、金丸小学校の横にプールがありま

す。今、水が張ってありまして、緑で汚く汚

れています。あれは人に言わせますと防火用

水じゃないがかいやというようなことを言わ

れますが、あの危険性というか、安全対策に

問題はないのかどうか。その辺についてお聞

きしたいと思います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 宮下議員の質問にお

答えをいたします。 

 過日、８月４日の日でありますけれども、

金丸地区の区長さん、町内会長さん、そして

前の議員さんとの懇談会がありまして、町の

こと、あるいはこれからの金丸地区のこと、

いろんな話が出まして大変有意義な懇談会で

あったと、そう思っております。 

 その席上でありますけれども、旧金丸小学

校運動場の跡地利用につきましてもいろいろ

話が出ました。このまま放置されますと荒れ

地になる懸念がある。地域としてどのような

跡地利用を図ればよいかというようないろん

な話も出ました。その中で、グラウンドゴル

フ場にしてほしいとか、あるいは住宅地がど

うかとか、町営住宅がどうかとか。これはそ

の席だけではなく、区民の方々からも私のと

ころへいろいろ出ている意見であります。 

 そういう中で、一度地区内で協議を行って

いただき、そして区としてちょうど６人の区

長、前の区長さん全部おいでたわけですか

ら、話し合いをしていただけないかと、そう

いうことで申し入れをいたしました。その結

果についてはいまだ報告は受けておりません

けれども、何らかの提案が示されれば、議員

の皆さんとも協議をしながら有効利用を図っ

ていきたいと、そう思っております。 

 また、旧の金丸小学校の跡地の現在体育館

の横にプールが残っております。体育館につ

きましては社会体育施設として利用されてい

ますが、プールにつきましては現在利用はさ

れておりません。プールには高さ２メートル

のフェンスで囲まれており、その上に有刺鉄

線が張られていますので、安全対策上は問題

はないものと考えています。 

 また、これにつきましても金丸区と必要性

について協議をさせていただきたいと、そう

思っておりますし、これについてもどのよう

に区として考えておられるのかということを

申し入れをいたしております。 

 以上であります。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 

○４番（宮下為幸君） 大体わかりました

が、各地区によって協議事項を出された、協

議結果というかそういうことを出された地区

もあると聞いております。その中で、今、宅

造、町営住宅というような話、今町長から出

ましたが、その辺について金丸の区民は、金

丸小学校だからあそこに私たちは提供したん

だと。だから宅造、そういう町営住宅地はや

めてくれというような話も聞きました。そう

いうことをこれからどういうふうな、これか

ら各地区でも開かれていないところがあると

思います。ぜひそういう金丸の区民の方のご

意見を聞きながらこれから対応をしていって

いただきたいなと思います。 

 それと、多目的広場としてゲートボール、

グラウンドゴルフとか使われるような施設に

もなる可能性はありますが、あそこに遊具施

設があります。ケーブル、アスレチック等、

普通の子供たちの小学校の遊んでいた遊具が

あるんですね。その遊具も安全性あるか確か

めてきましたが、確かに安全性あります。あ

れを活用できる跡地利用、それをぜひしてい

ただきたいなということを思います。 

 それでは、２点目の今後の行財政改革の進
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め方についてお伺いしたいと思います。 

 町の借り入れ金額は、平成17年度末で一般

会計、上下水道合わせて291億円あります。

赤ちゃんからお年寄りまで町民１人当たり

153万円借金をしている形になります。 

 昨日も杉本議員から選挙人名簿による人口

が25人ふえたと言われました。交付税の算出

は人口面積、児童生徒数などいろいろな算出

方法がありますが、簡単に１人10万円とすれ

ば250万円の交付税が算出できるような計算

になると思います。これも一つの財政改革と

しては、人をふやし、働く場所の確保、企業

誘致等がいろいろありますが、できるだけ企

業が進出しやすいような援助ができる条例の

整備はされておりますが、ぜひ一人でも多く

ふやされるような条例にしていただきたいな

と思います。 

 地方分権の推進や少子・高齢化の対応など

町は多くの課題を抱えており、積極的に行財

政改革に取り組む必要があると思います。町

長はこの辺のことについてどのように考えて

おいでるのか、お聞きします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 宮下議員ご指摘のと

おり、地方分権の推進や少子・高齢化社会へ

の対応など数多くの行政課題を抱えており、

さらなる行財政改革に取り組んでいかなけれ

ばならないと認識をいたしております。 

 まず最初に財政状況でありますが、ご指摘

のとおり、平成17年度末の一般会計並びに上

下水道会計の借入金合計が約291億円ありま

すが、そのうちの半分の額が普通交付税とし

て国から交付されることを見込んで財政運営

を行っております。しかし、国の行財政改革

の推進によりますます厳しい状況が見込まれ

ることから、人件費や義務的経費の抑制を図

りつつ、将来に向けて行政課題の解消をして

いかなければならないと思っております。 

 そのためには、今後とも計画的な投資を行

っていく必要があり、現在策定しております

中能登町総合計画において中能登町の未来を

しっかりと描いていき、合併特例債を有効に

活用しながら健全な財政運営を維持していき

たいと思っております。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 

○４番（宮下為幸君） 今、中能登町総合計

画の素案が出ております。行政懇談会という

か、そういうのも多分にしてこれから行われ

ると思います。この行政改革の中に行財政大

綱の目標値をこれから明確にしていく必要性

がある。これは懇談会なり、これから審議会

が行われて決められると思いますが、こうい

う作業はいつごろから始められて、多分にし

て四、五年でまた変えられると思いますが、

どういうような形で、どういう人が入ってさ

れるのか、その辺についてお聞きしたいと思

います。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 次に、行政改革大綱

と集中改革プランについてのご質問でありま

すけれども、平成17年３月に総務省から、さ

らなる行政改革を進めるための地方公共団体

における行政改革の推進のための新たな指針

が示され、具体的な取り組み目標の数値化を

求められました。これを受けまして昨年、若

手の役場職員が集まり、行政改革について議

論をし、その結果を課長補佐会議と課長会議

に提案されました。 

 その後、その内容を中能登町集中改革プラ

ンとして、本年３月末に各種団体代表８名の

方にお集まりをいただき中能登町行政改革懇

談会を開催し、中能登町の行政改革について

ご意見をちょうだいいたしております。 

 しかし、行財政改革は職員の問題意識と

日々の積み重ねが重要でありますので、さら

なる行政改革を進めていくために、先月末に

は役場全職員からまちづくりへの提言と職域

内の改善提案を提出させ、現在、その提案内

容を精査いたしているところであります。 

 今後の行財政改革の進め方といたしまして
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は、課長会議において改善提案をもとにして

改革の議論をさらに推し進めていき、その後

行財政改革懇談会を開催し、有識者のご意見

をちょうだいしながら行政改革を着実に一歩

一歩進めていき、日々計画を見直していくこ

ととしておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（若狭明彦君） 宮下為幸君 

○４番（宮下為幸君） 最後に、答弁は要り

ませんが、この行政改革のことについて、３

つの柱になっております。確かに立派な、こ

れからどういうような懇談会が行われて、審

議会がなされるのかわかりませんが、私はぜ

ひこの３つ、４つというか、例えばＮＰＯの

育成、ボランティアの活動ですね。そういう

のをぜひこの懇談会でも入れていただきた

い。ＮＰＯとかボランティアは福祉に頼りが

ちなんですが、ぜひこの行政改革の中にもそ

ういう項目を入れていただきたい。 

 やはり町民の皆さんが行政に対して、行政

に対する意識とか、自分たちの町を守ろう、

よくしよう、町のために尽くそうという気持

ちがありますので、ぜひそういうＮＰＯ、ボ

ランティアの育成に力を入れていただきたい

ということをお願いしまして、私の質問を終

わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（若狭明彦君） ９番 古玉栄治君 

  〔９番（古玉栄治君）登壇〕 

○９番（古玉栄治君） それでは、通告順に

従いまして３点について質問させていただき

ます。 

 まず１点目、町道Ｃ－１号線について。 

 平成16年度、鹿島町が着工した事業で、中

能登町に引き継ぎ事業で工事が行われており

ます。現在どこまで工事が進んでいるのか。

また、この道路の最終出口は、途中、越路小

学校の裏を通り、越路森林組合横で町道能登

二宮線へ合流するルートをもって工事が完了

するように思っているのですが、小学校から

裏の部分についての工事の計画を教えてくだ

さい。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 古玉議員の質問にお

答えをいたします 

 町道Ｃ－１号線につきましては、旧鹿島町

において平成16年度に地方特定道路として石

川県の採択を受け、事業を推進してまいりま

した。現在は全体計画の１期、２期の改良工

事が完成し540メートル地点まで進んでおり

ます。平成18年度につきましては、予定して

おります区間の用地買収も完了し、９月中に

は400メートルの工事について発注予定であ

ります。 

 今後の計画につきまして、地区の方からル

ート変更の要望も出てきておりますので、議

会の皆さんとも相談をさせていただいて検討

してまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 今ほど１、２区完

成、540メートルとあるんですけれども、こ

の町道Ｃ－１号線計画平面図、これ鹿島町が

つくったものなんですけれども、１区が320

メートル、２区530メートル、３区400メート

ルとあります。１区、２区で540メートルと

いうのは、２区が530メートルのうちのどの

辺まで行われているのか教えていただけない

でしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

古玉議員の再質問でございますけれども、１

期工事に予定しておりました計画路線の320

メートル、これはスムーズにいきまして360

メーターできました。それで、２期工事530

メートル予定しておりましたけれども、これ

は地権者等のご理解が得られなかったという

ことで180メートル。トータル540メートル進
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んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） それでは、この２区

180メートルは完成していますと。残りの部

分に関しても用地買収は終わり、すぐ着工で

きるということですね。 

 そこで、もう少しお願いがあるんですけれ

ども、３区工事なんですけれども、この標準

断面図ですか、これを見ると工事内容全く同

じになっております。というのは、この３区

工事というのは運動場の横を通って、旧国

道、今の県道へ出るというルートだと思うん

ですけれども、この部分に関してはあくまで

も暫定工事というふうに私はとっておりまし

た。多分そういう説明があったと思います。

ただ、暫定工事にしてはこれだけ大きな仕事

をするのはいいのかなと。 

 そこで、先ほど町長もルートの見直しとい

うことを言っておれらましたが、この３区の

工事を途中中段しまして、一気に越路小学校

の裏を通り、森林組合横、町道能登二宮線へ

出していただくことにより、まず経費節減が

できるのではないかなと。そして、３区の工

事をしないことにより、そっちの方へ、能登

二宮線へ出る工事を進めることにより完成も

早まるのでないかなと思います。 

 ぜひ、今町長も言われましたけれども、見

直しではなく、本線の工事を早めるために暫

定の工事を取りやめ、経費節減を図っていた

だきたいと思いますけれども、いかがなもの

でしょうか。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 先般、議会の皆さん

方にも現地も見ていただいたとおり、暫定の

ところへ行くか、真っすぐ行くか、そういう

話でありまして、今、古玉議員の言われたと

おり議員の皆さん方のご理解と、そして地域

の皆さん方のご理解がいただければ、暫定を

取りやめまして真っすぐ本線といいますか、

そこへ行った方が私もいいと思いますし、そ

のようにご理解いただければしたいと思いま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 大変すばらしい答弁

ありがとうございます。議員の皆さんもぜひ

ご協力をお願いいたします。 

 続きまして、町営住宅について。 

 中能登町には町営住宅が９カ所、世帯数で

は154戸あります。どこにあるか少し言いま

す。黒氏住宅、平成11年に12戸。末坂住宅、

平成２年８戸。末坂第２住宅、平成８年10

戸。コーポとりや、平成６年60戸。春木住

宅、平成13年12戸。川田住宅、昭和54年10

戸。芹川住宅、54年、58年、２期工事で15

戸。久江住宅、55年、56年、同じく２期工事

で15戸。金丸住宅、平成16年12戸です。 

 私はこの中で、川田住宅、芹川住宅、久江

住宅、３カ所で40戸あります。全体の４分の

１です。この住宅は建築後25年過ぎておりま

す。トイレの改修は下水道のときに済んでい

ると聞いておりますが、25年たちますと、や

はり水回り、台所、風呂、それに25年前の建

物ですので防犯、こういうことを考えると、

大幅な改修をするか、あるいは建てかえをす

るか、どちらかにしなければいけないと思う

のですが、町はどのようにお考えでしょう

か、お願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 近年、少子化や高齢

化が進む中、低廉な宅地の供給や公営住宅の

整備がますます必要となってきております。

また、高齢者や障害者の住みやすい住宅づく

りの推進とともに、若者の定住促進やライフ

スタイルに対応した魅力的な住環境整備を推

進しなければならないと思っております。 

 ご指摘の芹川、久江、川田住宅につきまし

ては、建設後23年から27年経過しており、各

住宅とも老朽化や住民生活の多様化、高度化
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に伴い、住宅の改築等も考えなければならな

いと思っております。 

 国の指針では、木造住宅の耐用年数30年の

２分の１を経過したものについては住宅団地

ごとの建てかえが可能となります。町としま

しては、住民に対する福祉政策、定住促進の

観点からも町営住宅の建てかえを前向きに考

えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） すばらしい答弁あり

がとうございます。ぜひ若者が安心して住め

るような住宅に建てかえをお願いいたしま

す。 

 それと、通告にはないんですけれども、今

後、中能登町として町営住宅を建てるつもり

があるかないか教えていただけないでしょう

か。よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） ただいまお答えいた

しました３つの箇所の住宅、そしてまた新た

にそういういい場所があれば積極的に取り組

んでいきたいと、そう思っております。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 先ほど宮下議員の質

問の中にもありましたが、地域の方と相談し

て、じっくり計画を立てて事業を行っていた

だきたいと思います。 

 続きまして３つ目、分譲住宅地について。 

 二宮あおば台、若草団地などのような分譲

住宅地を今後、中能登町として造成する計画

があるか。あるならばいつごろを思っておい

でるか。お願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 分譲宅地の質問にお

答えをいたします。 

 現在、町において町有地を初めとして候補

地の選定を行っております。能登において唯

一人口が増加した町として中能登町が新聞で

報道された根底には、やはり住宅政策があっ

たものと確信をいたしております。 

 先ほどの町営住宅もそうですが、宅地造成

を行い、低廉な価格での土地提供は今後のま

ちづくりを進める上で大きなウエートを占め

るものと考えております。 

 造成時期につきましては、近々中には町有

地の能登二宮駅前と桜新町の一部を整備して

販売をしていきたいと思います。 

 近い将来には、選定された候補地の中から

地域の環境等を考慮いたしまして実施に移し

ていきたいと思っておりますけれども、あお

ば台や桜新町のようなあれだけ大きなものに

なるかといえば、それはまだわかりませんけ

れども、小規模であっても町全体にそのよう

な宅地化を進めていきたいなと、そう思って

おります。 

○議長（若狭明彦君） 古玉栄治君 

○９番（古玉栄治君） 大変すばらしい答弁

だと思います。 

 私としては、二宮あおば台のようなああい

う大きなものをぜひしてほしいなという思い

であります。といいますのも、二宮あおば

台、平成10年に計画されて、11年造成、１期

工事が11年ですね。12年から販売開始されま

した。全体で91区画。一つの事業を計画して

行っても、３年、４年とかかります。そうい

う中で今、暫定的にと多分思うんですけれど

も、対処として能登二宮駅の町有地あるいは

新町をやられるということで、大変心強く思

っております。 

 少し話しさせてください。 

 昨年、一昨年にはウェルカム定住事業を含

めてですけれども中能登町に19件の方が定住

されております。あおば台は６区画が売れ、

能登部下、これが４区画が売れております。

残り９件というのは民間の業者の方でないか

なというふうに思っています。半分近くがこ

ういう民間のものが活用されているというこ

とですので。 

 私心配したのは、二宮あおば台残り１区画



 －64－

ということで、今後中能登町へ定住したいと

思われてもなかなか住むところがないなと。

ぜひ早く、より早く分譲を何かしてほしいな

という思いだったのですけれども、町長の方

から、もうそこまで計画があるということで

非常に安心しました。 

 中能登町というのは、今特に力を入れてア

ピールできる点というのは、加入者向けのサ

ービスとしてケーブルテレビ、インターネッ

ト、特に光ファイバーですね。各家庭に引き

込むことができております。こういうものと

いうのは、若者にとっては非常に魅力的では

ないかなと。 

 私の知り合いでは、実は七尾の人なんです

けれども、若い人に、今度中能登町、光ファ

イバー各家庭へ入るよと言ったら、引っ越し

てきたいなという。本人ちゃんと家があるか

らそれは無理なんですけれども、そのくらい

やっぱり思いがあるという方もおいでます。

そういうことをどんどんアピールしながら中

能登町、定住人口をふやすべきでないかなと

私思いましたので、ぜひ中能登町に定住した

いという方の声があるならば、その声を生か

すための宅地あるいは住宅ですね。そういう

ものを整備して、より一層中能登町発展のた

めに努力していただきたいと思います。 

 以上です。 

 これで私の一般質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（若狭明彦君） ここで休憩いたしま

す。開会は11時15分ということでお願いいた

します。 

           午前10時59分 休憩 

 

           午前11時15分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開します。 

 １番 笹川広美君 

  〔１番（笹川広美君）登壇〕 

○１番（笹川広美君） 皆さん、こんにち

は。 

 まず最初に、ごあいさつ申し上げます。 

 新生中能登町の本格的なスタートに際し、

多くの町民の皆様のご支援をいただき、この

たび初の女性議員として大きな使命を担わせ

ていただきました。若輩ではございますが、

町民の皆様の代表として、何より女性の皆様

の代弁者として、大好きな中能登の発展のた

めに一生懸命質問させていただきますので、

杉本町長初め皆様、どうか温かいご答弁をよ

ろしくお願いいたします。 

 日本国憲法第14条に、すべて国民は、法の

下に平等であって、人種、信条、性別、社会

的身分又は門地により、政治的、経済的又は

社会的関係において、差別されないとありま

す。性別によって差別されない、この性別と

は、言うまでもなく男女の性別のことであり

ます。私は、この憲法の趣旨にのっとり質問

させていただきます。 

 それでは１つ目の質問ですが、男女共同参

画社会の推進についてお伺いいたします。 

 皆様もご存じのとおり、平成11年６月に男

女共同参画社会基本法が公布、施行されまし

た。また、同法に基づき、２年後の平成13年

10月には石川県におきましても石川県男女共

同参画推進条例が公布されております。 

 男女共同参画社会とは、すべての人が性別

に関係なく、職場、学校、地域、家庭など社

会のあらゆる分野でそれぞれの個性と能力を

十分に発揮することができ、多様な生き方が

認められ、一人一人が生き生きと暮らしてい

ける社会のことです。そのためには私たち自

身がまず今までの意識の変革をなし、さまざ

まな場面での協力、支援の社会の体制づく

り、環境づくりが不可欠となります。 

 この男女共同参画社会の実現は、21世紀の

日本社会を決定する最重要課題であると位置

づけられております。 

 そこで、杉本町長に男女共同参画社会の推

進についてご所見をお聞かせいただきたいと

思います。 
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 また先日、執行部より中能登町総合計画の

素案をいただきました。その中でも男女共同

参画社会の推進について載せていただいてお

ります。ありがとうございます。 

 この男女共同参画社会を推進していく上に

は、多岐にわたる具体的な行動計画、いわゆ

る推進プランの作成がどうしても不可欠とな

ってまいります。 

 旧鹿島町では、平成15年３月に既に鹿島町

男女共同参画推進プランを作成されておりま

す。大変前向きな取り組みに感動いたしまし

た。この旧鹿島町の推進プランをよいお手本

としながら、新生中能登町としてのさらに充

実した行動計画の作成に取り組んでいただき

たいことを強くお願い申し上げます。 

 これは大変な労力と時間のかかる業務にな

ることと思われます。そのためにも、行動計

画の作成に当たる推進室をぜひとも設けてい

ただきたいと思います。また、それに伴って

男女共同参画社会推進の懇話会の発足も必要

となってまいります。そして、さらには条例

の制定へと、杉本町長のもと力強い推進をお

願いいたしたいと思います。町長の前向きな

ご答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 笹川議員の質問にお

答えをいたします。 

 男女共同参画社会というのは、男女が互い

にその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分か

ち合い、性別に関係なくその個性と能力を十

分発揮することができる豊かな社会のことで

あり、その実現は町の将来を決定する重要な

課題の一つであると考えております。 

 そのため、広く町民の方々に男女共同参画

の必要性を理解していただくため、10月８日

にカルチャセンター飛翔において男女共同参

画のつどいを開催を予定しております。ま

た、12日の議案質疑の際にも申し上げました

が、町の組織する各種協議会や委員会におけ

る女性の占める割合をふやしていくほか、女

性職員の管理職への登用についても検討して

いきたいと考えております。 

 また、議員のおっしゃる行動計画というの

は、男女共同参画社会基本法に規定する市町

村男女共同参画計画であります。平成11年６

月に男女共同参画社会基本法が施行され、男

女共同参画社会の実現が21世紀の我が国社会

を決定する最重要課題と位置づけられている

と同時に、地方公共団体においても男女共同

参画計画の策定が県及び政令指定都市に義務

づけをされ、その他の自治体においても努力

目標とされました。 

 平成18年４月１日現在では、県内19市町の

うち計画が策定されているのは７市２町とな

っております。当町においては、合併前の旧

鹿島町において策定された鹿島町男女共同参

画推進プランがあります。このプランは、策

定されたのは平成15年と新しく、計画期間も

平成24年までとなっていることから、今議員

もおっしゃられたとおり大変立派なプランで

ありますので、当町ではこの計画を継続して

推し進めております。 

 なお、内容等を見直す必要がある場合に

は、関係機関と相談もしながらその内容を前

向きに検討してまいりたいと、そう思ってお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） 大変前向きなご答弁

ありがとうございます。 

 ただいま男女共同参画推進プランのお話が

ありましたが、具体的に懇話会は発足してい

ただけるのでしょうか。もし発足できるので

あれば、具体的な時期をお答え願いたいと思

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 懇話会とそれから推

進室の設置につきまして、これから検討して
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まいりたいと、そう思います。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） ありがとうございま

す。今後とも男女共同参画社会の実現に向け

た積極的な取り組みをよろしくお願いいたし

ます。 

 ２つ目の質問です。職員の退職年齢につい

てお伺いいたします。 

 まず、中能登町におきまして勧奨年齢と言

われるものがあるとお聞きしたのですが、こ

れは一体何なのでしょうか。また、なぜこの

ような勧奨年齢があるのでしょうか。杉本町

長にお伺いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 職員の退職年齢につ

いての質問につきましては、総務課長から答

えさせますので、よろしくお願いします。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 職員の勧

奨年齢ということでございますが、勧奨年齢

につきましては、男女とも45歳以上の職員全

員に対して男女差別なく勧奨を行っておりま

す。 

 と申しますのは、大体就職して25年たちま

すと、自分の意思による退職もございますけ

れども、後進のために道を譲ろうという方も

おいでるということから、45歳を勧奨年齢と

いたしております。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） それでは、退職年齢

の内規についてお伺いいたします。 

 中能登町では、男性職員は59歳、女性職員

は54歳で退職という申し合わせ事項があると

お聞きしたのですが、本当でしょうか。 

 また、男性職員は59歳で、なぜ女性職員は

54歳と違いがあるのでしょうか。男女雇用機

会均等法第１節第８条には、事業主は、労働

者の定年及び解雇について、労働者が女性で

あることを理由として、男性と差別的取り扱

いをしてはならないとありますが、町長杉本

はどう思われますか、お伺いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 次に、退

職年齢の内規についてというご質問でござい

ましたが、内規というものは特にありませ

ん。 

 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） 最後に、60歳定年の

条例の遵守についてお伺いいたします。 

 中能登町職員の定年は条例で明確に60歳と

定められているとお聞きしております。本年

３月の退職者を見てみますと男女合わせて７

名の退職者があります。その内訳は、男性58

歳が２名、男性59歳が３名、そして女性55歳

が２名となっております。７名の退職者全員

が60歳の定年を迎えずにこのように早期退職

の形をとられております。 

 少子・高齢化がますます進み、一般的な60

歳定年の社会体制から、さらに退職年齢の延

長へと移行しようとしている中で、なぜ中能

登町ではこのように早期退職の形がとられて

いるのでしょうか。 

 条例の遵守が本当になされているのでしょ

うか。もし遵守されていないのであれば、遵

守するよう取り組むべきではないでしょう

か。杉本町長にお伺いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 苗山参事兼総務課長 

○参事兼総務課長（苗山雅幸君） 60歳定年

の条例の遵守についてというご質問でござい

ました。 

 条例でうたってあるのを遵守するのが当然

であります。今までに60歳未満で退職された

方々は、あくまでも自分の意思による自主的

な退職ということであります。先ほども申し

上げましたが、後進のために道を譲られたと

いうことでございますので、ご理解くださる

ようお願いをいたします。 
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 以上です。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） 杉本町長を中心に60

歳定年の条例の遵守に前向きに取り組んでい

ただけるようご期待申し上げます。 

 ３つ目の質問になります。子育て支援の一

環として病後児保育への取り組みについてお

伺いいたします。 

 共働きの若い夫婦の家庭において、子育て

で困るのは子供が病気にかかったときであり

ます。特に幼児期はひっきりなしです。私も

息子が病弱だったので、仕事との両立に本当

によく悩まされました。結局、当時勤めてい

た職場を退職したという経験があります。 

 現在、中能登町には公立保育園が５カ所、

私立保育園が１カ所ございます。うち看護師

がいる保育園は旧鹿島町の公立２カ所と旧鳥

屋町の私立１カ所ですが、まだどこも病後児

保育の取り組みはなされていないとお聞きし

ております。 

 ゼロ歳児も各保育園に多く入園されており

ます。また、障害を持ったお子さんのいらっ

しゃるご家庭もあります。核家族化が進み、

女性の社会進出も当たり前となっている現

在、子育てには社会全体による支援が必要と

されています。でき得るならば全保育園に看

護師を置き、ぜひとも病後児保育の取り組み

を推し進めていただき、若い世代が安心して

子供を産み育てていける環境を整えていただ

きたいと思います。杉本町長の前向きなご答

弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 杉本町長 

○町長（杉本栄蔵君） 病後児保育への取り

組みについて、笹川議員の質問にお答えをい

たします。 

 病後児保育とは、病気の回復期にある児童

について、感染防止や安静を保つために通常

の保育室とは別に専用の保育室を設置して保

育する事業であります。あわせて、病後児２

人に対し１人の看護師や保育士を配置し、医

療機関とも密接な連携を図る必要がありま

す。 

 現時点での県内の実施状況を見ますと、金

沢、加賀地区を主とした９市町19施設で実施

をされています。実施場所は、病院付設が６

カ所、私立保育園付設が10カ所、公立保育園

付設が３カ所となっております。 

 女性の就業がふえている今日、子供の病気

に伴い、両親を初め家族が仕事をやりくりし

て看護に当たっている現状を見ますと、就業

と子育ての両立を支援する観点から、こうし

たサービスの必要が高まっているものと認識

もいたしているところであります。 

 今後、保育者の方々へのアンケート調査等

で実態や要望の把握に努めるとともに、専用

保育室の確保を初め、職員配置、医療との連

携等について検討していきたいと考えており

ますので、何とぞよろしくご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（若狭明彦君） 笹川広美君 

○１番（笹川広美君） ありがとうございま

す。ただいまご答弁いただいたとおりにぜひ

取り組んでいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 最後に一言述べさせていただきます。 

 国連開発計画によりますと、人間開発指

数、これは国民所得、平均寿命、教育水準を

もとに生活レベルを比較したものですが、こ

の人間開発指数で５年連続世界一を誇る豊か

な福祉国家がノルウェーであります。 

 ノルウェーでは、閣僚の半数を女性が占め

ております。ジェンダー・エンパワーメント

指数、これは女性が積極的に経済や政治の活

動に参加し、意思決定できている度合いを示

すものですが、このジェンダー・エンパワー

メント指数でも昨年が世界１位、ことしは２

位と女性の社会的地位の高さが際立っており

ます。 

 一方、出生率も1.84と先進国ではまれに見

る高さです。 
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 ノルウェーの男女平等が進んだ背景には、

豊かな福祉社会の形成と、その結果としての

ウェルビーイング、つまり人間的な暮らしが

あると言われております。豊かな国づくりの

ために女性の力は欠かすことができませせ

ん。今、私たちは男女平等の重要性に対する

ノルウェーの意識の高さに真摯に学び、本当

の意味で豊かな福祉社会、福祉の町・中能登

を築いていくべきではないのでしょうか。 

 ノルウェーの取り組みは国レベルの話です

が、庶民のど真ん中にいる私たち地方議員こ

そ地域の実態を県政へ国政へとつなぎ、より

豊かな地域づくり、国づくりを推進させる責

務があると思います。 

 きょうよりはさらにすばらしい新生中能登

町を目指し、ここにいらっしゃる皆さんとと

もに力を合わせ、真剣に取り組んでまいりた

いと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（若狭明彦君） 以上で一般質問を終

結いたします。 

 

 ◎散   会 

○議長（若狭明彦君） 本日の日程は終了い

たしました。 

 明日21日は午後２時より本会議を開会いた

します。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時39分 散会 
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           午後３時50分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（若狭明彦君） 皆さん、ご苦労さま

でございます。 

 ただいまの出席議員は20名です。議員定数

の半数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 

○議長（若狭明彦君） 日程第１から日程第

３ 各常任委員会委員長報告 

 これより、本定例議会から付託をしており

ました議案第59号から第69号まで議案11件、

請願第３号を一括して議題といたします。 

 以上の案件に関し、委員会における審査の

過程及び結果について各常任委員長の報告を

求めます。 

 総務常任委員会委員長 小坂博康君 

  〔総務常任委員長（小坂博康君）登壇〕 

○総務常任委員長（小坂博康君） それで

は、総務常任委員会からの審査の結果を報告

いたします。 

 本定例会から当委員会に付託を受けました

議案３件につきましては、去る９月14日の午

前９時30分より鳥屋庁舎におきまして委員会

を開催し、委員６名全員の出席並びに議長の

同席のもと、慎重に審査をいたしました。 

 その経過並びに結果につきましてご報告い

たします。 

 まず、議案第60号での条例一部改正では、

障害者程度区分認定審査会委員の委員報酬の

追加について説明を受けました。また、議案

第64号の一般会計補正予算につきましては、

予算項目ごとに説明を求め、議案第68号のケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しても説明を受け、質疑を行いました。 

 議案などの審議の過程で、委員からの主な

発言や執行部の回答内容についてご報告をい

たします。 

 １点目は、繰越金の取り扱いについてであ

ります。 

 執行部では、今９月定例会の補正予算の財

源として繰越金を充当したとの説明でありま

したが、旧町時代に繰越金が玉手箱のように

いつでも膨れ上がり、財源に充当するといっ

たケースがありました。今後の予算財源は、

財政調整基金の取り崩しが予想されます。町

としての財源の取り扱いを明確にしてほしい

との質問で、財政調整基金条例により前年度

の決算剰余金の２分の１を基金に積み立て

し、財政の健全運営を図るとの回答でした。 

 ２点目としては、町の墓地公苑の管理につ

いてであります。 

 墓地公苑に隣接する土地所有者や地元の

方々からお参りの際にお供え用の花などを隣

接地や河川に捨てる方がいて大変困っている

とのことで、せめてお盆やお彼岸時にお参り

される方々のためにごみ捨て対策ができない

かとの意見に、町でもそうした苦情は聞いて

おり、事前に自己処理していただくよう通知

もしているが、今後さらなる対応を検討した

いとの回答でした。 

 ３点目として、行政情報の漏えいにかかわ

る保護対策についてであります。 

 パソコン等の廃棄処分やウィニーでのソフ

ト及びフロッピーディスクによる行政情報の

漏えいが近隣の市や町及び全国的に発生し社

会問題となっていることから、中能登町とし

てのパソコンの取り扱いや廃棄処分について

どのように取り扱っているのかとの質問で、

町は各課長に情報の管理取り扱いの責任を持

たせるとともに、パソコンハードディスクの

廃棄処分は情報担当課職員が庁舎内で取り壊

しを直接確認し、業者に処分をお願いしてお

り、行政情報の漏えい防止には細心の注意を

払っているとのことでした。 

 最後に４点目として、職員給与の見直し状

況についての質問があり、町では本年３月末

をもって職員給与の見直しは完了し、今後は
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人事的評価での昇給、昇格やみずからの申し

出による降格措置など定められた基準により

行っていくとのことで、委員からは職員間の

ばらつきが生じないよう職員人事については

平等に取り扱っていただきたいとの要望であ

りました。 

 それでは、審査の結果につきましては簡潔

にご報告させていただきます。 

 議案第60号 中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について 

 議案第64号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算及び 

 議案第68号 平成18年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 以上の付託議案３件につきましては、全会

一致で原案のとおり可決しました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で総務常任委員会からの審査結果の報

告を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 次に、教育民生常任

委員会委員長 宮下為幸君 

  〔教育民生常任委員長（宮下為幸君）登 

   壇〕 

○教育民生常任委員長（宮下為幸君） それ

では、教育民生常任委員会から審査の結果を

ご報告いたします。 

 去る９月14日の午後１時30分より鳥屋庁舎

におきまして委員７人全員の出席並びに議長

の同席のもと委員会を開催し、当委員会に付

託を受けました議案７件及び請願１件につい

て慎重に審査をいたしました。 

 審議の過程での主な内容についてご報告い

たします。 

 初めに、議案第61号の不妊治療費の助成に

関する条例の一部改正では、先日の質疑にも

あった条例第３条第２項中で、対象範囲が石

川県内に住所を有するのは町条例では不適切

であり、町内に住所を有するに訂正する必要

があるのではないかとの質問に、執行部で

は、石川県の指導により条例を一部改正する

もので、県の関係機関とも再度協議、確認し

て、不都合が生じる場合は直近の議会におい

て改正をお願いしたいとの答弁で了承いたし

ました。 

 次に、議案第63号のウェルカム定住条例の

一部改正では、町外から転入し住宅を新築し

て入居された世帯が対象ですが、空き家をリ

フォームされ入居される方なども考慮された

いとの意見に、町長から、町内での空き家や

そうした入居者の実態を調査、把握して再検

討したいとのことでした。 

 続いて、議案第64号の一般会計補正予算で

は、鹿島図書館での嘱託職員賃金の追加補正

に対し、合併の理念にあった経常経費節減の

ための職員削減が叫ばれる中、職員人事で対

応できないのかとの質問に、執行部からは、

正規職員で対応できないために嘱託職員をお

願いするとの回答でしたが、委員からは、バ

ランスのとれた人事を行い、よりよい行財政

の運営を図られたいとの要望がありました。 

 最後に、請願第３号の「中能登町立越路小

学校の存続を求める」請願についてでありま

す。 

 本請願を審議する前に、水谷内教育長並び

に後藤教育文化課長から、学校の設置基準や

小中学校学級編制基準をもとに、町内の小中

学校の児童生徒、学級数の実態や、各小学校

における平成19年度からの入学児童数などの

説明を受けました。 

 委員からは、本請願の意義や趣旨を十分に

ご理解いただき、また多数の住民の意思も尊

重され、議会の立場として本委員会で判断す

べきとのご意見や、現在、学校統合検討委員

会でいろいろと協議されており、時間も必要

であるとのご意見がありました。このため、

私たち委員会としましても請願提出者の願い

を願いとして受けとめつつ、学校及び教育の
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あり方について議論を深めていく必要がある

と考えますので、本請願につきましては継続

審査の取り扱いとすることといたしました。 

 それでは、審査の結果につきまして簡潔に

ご報告申し上げます。 

 審査の結果、 

 議案第59号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について 

 議案第61号 中能登町不妊治療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第62号 中能登町国民健康保険条例の

一部を改正する条例について及び 

 議案第63号 中能登町ウェルカム定住条例

の一部を改正する条例について 

 以上、条例の付託議案４件につきまして

は、全会一致で原案のとおり可決いたしまし

た。 

 続きまして、 

 議案第64号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第65号 平成18年度中能登町老人保健

特別会計補正予算及び 

 議案第66号 平成18年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 以上、補正予算の付託議案３件につきまし

ては、全会一致で原案のとおり可決いたしま

した。 

 最後に、請願第３号 「中能登町立越路小

学校の存続を求める」請願の採択についての

議案１件につきましては、全会一致で継続審

査と決定いたしました。 

 なお、ご報告いたしました結果につきまし

ては、お手元に配付済みの委員会審査報告書

のとおりであります。 

 以上、簡単ではございますが教育民生常任

委員会からの審査報告を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 次に、産業建設常任

委員会委員長 甲部昭夫君 

  〔産業建設常任委員長（甲部昭夫君）登 

   壇〕 

○産業建設常任委員長（甲部昭夫君） それ

では、産業建設常任委員会から審査の結果を

報告いたします。 

 本定例会から当委員会に付託を受けました

議案３件につきましては、９月15日の午前９

時30分より鳥屋庁舎におきまして委員７名全

員の出席のもと委員会を開催いたしました。 

 当委員会の付託案件であります議案第64号

の一般会計補正予算、議案第67号の下水道事

業特別会計補正予算並びに議案第69号の町営

土地改良事業の施行については、執行部より

それぞれ詳細に説明を求め、順次慎重に審査

いたしました。 

 審査の過程で委員からの発言のありました

意見や要望事項の主な内容についてご報告い

たします。 

 初めに、町道の消雪装置設置工事の優先順

位であります。 

 消雪装置設置に係る平成18年度予算として

１億円が計上されており、各地区から約50カ

所の要望が出されていると聞いているが、す

べてに対応は難しく、その優先順位はどうす

るのか。また、特に公共性の高い通学路など

を優先に施工すればどうかとの委員からの質

問と意見に、執行部からは、地区要望は多数

受けていますが、水源が確保できる地域や公

共性のより高い道路を優先に計画しており、

既にその施工予定箇所は確定しているとのこ

とでした。 

 次に、町営土地改良事業の施行に関連した

適切な暗渠工事の施工に対する要望でありま

す。 

 以前に施工された暗渠排水がきかなくな

り、今回、町営事業で再度暗渠排水工事を施

工されるものですが、以前の工事では設計基

準どおりの排水パイプ施工のため効果がない

箇所も多く見られたことから、農地の汎用化

か水田のみの乾田化かを再確認し、耕作者

個々の意見や稲刈りの後の状況確認をもっ

て、手戻りのない、より効果がある排水パイ
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プの設置工事を施工してほしいとの要望があ

りました。 

 それでは、審査の結果につきまして簡潔に

ご報告を申し上げます。 

 審査の結果、 

 議案第64号 平成18年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第67号 平成18年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算並びに 

 議案第69号 町営土地改良事業の施行につ

いて 

 以上の議案３件につきましては、いずれも

全会一致で可決をいたしました。 

 ご報告いたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの委員会審査報告書のとお

りであります。 

 なお、委員会審査終了後に、昨年度に町が

一部助成し、ＪＡ能登わかばが鹿島ライスセ

ンターに導入しました米の色彩選別機を委員

全員で視察しました。総事業費が4,305万円

で町が430万円を助成しております。 

 説明に当たった永井専務によりますと、色

彩選別機導入により、今まで70％の一等米比

率がより高くなることで地元米の品質向上と

農家の収入増加を図りたいとのことで、コン

ピュータ制御による米の選別を実際に見て感

心してきたところであります。今後、地域農

業の発展に役立つようお願いしたところでご

ざいます。 

 以上で産業建設常任委員会の審査報告を終

わります。 

○議長（若狭明彦君） 以上で委員会の委員

長報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 質疑がないようです

ので、質疑を終結いたします。 

 

 ◎討論・採決 

○議長（若狭明彦君） 日程第４ 討論・採

決 

 これより、上程議案、議案第59号から第63

号まで議案５件について討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

次に賛成討論の発言を許します。 

 20番 杉本平治君 

  〔20番（杉本平治君）登壇〕 

○20番（杉本平治君） 本会議に当たりまし

て、討論に参加したいと思います。 

 久しぶりに討論の賛成討論ということで発

言をしたいと思います。 

 議案第62号は、国民健康保険条例の一部改

正により、70歳以上の方で一定以上の所得と

して一人世帯484万円を判定基準としていた

のを383万円に改正するものであり、これに

よりまして自己負担が２割から３割に引き上

げられることになります。さらに今後、75歳

以上の高齢者に新たな医療制度が平成20年度

から導入されることになっております。 

 先般、新聞の川柳欄で次のようなものが載

っておりました。「健保をつぶし命のさたも

金次第」、これはやはり偽らざる住民の私は

声かと思っております。 

 国の住民いじめの政策が打ち出されている

中で、今後、中能登町独自の施策を実現して

いただくことを町長に強く要望しておきたい

と思います。 

 同時に、62号は出産一時金の引き上げが図

られております。私は、その意味を考えまし

て、議案第62号に対しましては意見を述べて

賛成をするものであります。 

 以上で終わります。 

○議長（若狭明彦君） そのほかありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、
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以上で討論を終結いたします。 

 次に、採決を行います。 

 議案第59号から議案第63号まで、議案５件

について採決をいたします。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。本件は委員長

の報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、議案第59号から議案第63号ま

で、議案５件は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、議案第64号か

ら議案第69号まで、議案６件について討論を

行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

次に賛成討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

以上で討論を終結いたします。 

 次に、採決を行います。 

 議案第64号から議案第69号まで、議案６件

について一括して採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。本件は委員

長の報告のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、議案第64号から議案第69号ま

で、議案６件は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、請願第３号  

「中能登町立越路小学校の存続を求める」請

願の採択について討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

次に賛成討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

以上で討論を終結いたします。 

 次に、請願第３号について採決いたしま

す。 

 お諮りします。 

 請願第３号に対する委員長の報告は、継続

審査であります。請願第３号を継続審査とす

ることにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） 異議なしと認めま

す。よって、請願第３号は継続審査とするこ

とに決定されました。 

 

 ◎閉会中の継続審査 

○議長（若狭明彦君） 日程第５ 閉会中の

継続審査 

 閉会中の付託議案の継続審査の件を議題と

いたします。 

 決算審査特別委員長から、決算審査特別委

員会に付託されました認定第１号から認定第

６号までの決算認定議案６件について、会議

規則第75条の規定により閉会中の継続審査の

申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり閉会中の継続審

査とすることにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、認定第１号から認定第６号ま

で、認定議案６件は、委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査とすることに決定いたし

ました。 
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 ◎追 加 日 程 

○議長（若狭明彦君） お諮りします。 

 ただいま町長より、議案第70号 平成18年

度中能登町ケーブルテレビ施設整備工事（そ

の３）工事請負契約の締結について、及び同

意第４号 教育委員会委員の任命について、

並びに同意第５号 人権擁護委員候補者の推

薦についてが提出されました。 

 これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。 

 議事日程を配付しますので、暫時休憩しま

す。 

           午後４時18分 休憩 

 

           午後４時19分 再開 

○議長（若狭明彦君） 再開します。 

 追加日程第６ 議案第70号 平成18年度中

能登町ケーブルテレビ施設整備工事（その

３）工事請負契約の締結について、及び同意

第４号 教育委員会委員の任命について、並

びに同意第５号 人権擁護委員候補者の推薦

についてを一括議題といたします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 本日追加提案いたし

ました議案第70号及び同意第４号並びに同意

第５号の３件につきまして、一括してその対

応をご説明いたします。 

 議案第70号は、平成18年度中能登町ケーブ

ルテレビ施設整備工事（その３）工事請負契

約の締結についてであります。 

 ケーブルテレビ施設整備工事の施行に当た

りまして７社を指名し、９月20日に入札を執

行した結果、１億4,332万5,000円で北陸電気

工事株式会社七尾支店に決定し、仮契約を締

結をいたしました。 

 この工事は、町内の全世帯において音声告

知端末を設置するため、宅内通信用ケーブル

配線工事を行うものであります。 

 次に、同意第４号は、教育委員会委員の任

命についてであります。今回、教育委員会委

員として議案の方が最適任者であると信じ、

関係法令の規定に基づき議会の同意を求める

ものであります。 

 次に、同意第５号は、人権擁護委員候補者

の推薦についてであります。今回、人権擁護

委員候補者として議案の方が最適任者である

と信じ、関係法令の規定に基づき議会の同意

を求めるものであります。 

 以上、本日追加提案いたしました議案各件

につきその大要をご説明申し上げましたが、

議員各位におかれましては慎重なる審議の

上、適切なるご同意を賜りますようお願いい

たしまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長（若狭明彦君） 町長の提案理由の説

明が終わりました。 

 議案第70号について質疑を行います。 

 質疑の方ありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

質疑を終結いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論の方ありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ないようでしたら、

質疑を終結いたします。 

 次に、採決を行います。 

 まず、議案第70号 平成18年度中能登町ケ

ーブルテレビ施設整備工事（その３）工事請

負契約の締結についての採決をいたします。 

 お諮りします。 

 議案第70号は、原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、議案第70号は原案のとおり可決
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することに決定されました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、同意第４号  

教育委員会委員の任命については、人事案件

であり、さきに議員各位のご理解を得ており

ますので、質疑、討論を省略し、採決を行い

ます。 

 お諮りします。 

 同意第４号は、原案のとおり同意すること

にご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、同意第４号は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

 

○議長（若狭明彦君） 次に、同意第５号  

人権擁護委員候補者の推薦については、人事

案件であり、さきに議員各位のご理解を得て

おりますので、質疑、討論を省略し、採決を

行います。 

 お諮りします。 

 同意第５号は、原案のとおり同意すること

にご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、同意第５号は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

 

 ◎閉会中の継続調査 

○議長（若狭明彦君） 日程第７ 閉会中の

継続調査についてを議題といたします。 

 ただいま議会運営委員長及び総務常任委員

長、教育民生常任委員長、産業建設常任委員

長から、会議規則第75条の規定により、議会

運営委員会の閉会中の所掌事務調査の各常任

委員会の閉会中の所管事務調査のため、閉会

会中の継続調査の申し出があります。 

 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続

調査とすることにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若狭明彦君） ご異議なしと認めま

す。よって、各委員長から申し出のとおり閉

会中の継続調査とすることに決定いたしまし

た。 

 

 ◎閉議・閉会 

○議長（若狭明彦君） 以上で、本議会に付

議されました案件の審議はすべて終了いたし

ました。 

 これをもって平成18年第６回中能登町議会

定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後４時27分 閉会 
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